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令和６年第４回足寄町議会定例会議事録（第３号） 

令和６年１２月１６日（月曜日）     

 

◎出席議員（１２名） 

   １番 早瀬川   恵 君   ３番 榊 原 深 雪 君 

   ４番 矢 野 利惠子 君   ５番 田 利 正 文 君 

   ６番 髙 橋 健 一 君   ７番 木 村 明 雄 君 

   ８番 細 川   勉 君   ９番 川 上 修 一 君 

  １０番 進 藤 晴 子 君  １１番 多治見 亮 一 君 

  １２番 二 川   靖 君  １３番 髙 橋 秀 樹 君 

 

◎欠席議員（１名） 

  ２番 井 脇 昌 美 君 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   東海林 弘 哉 君 

足寄町農業委員会会長              𠮷 村   進 君（午前欠席） 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員              川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総  務  課  長   保 多 紀 江 君 

福  祉  課  長   森 岡 彰 寿 君 

住  民  課  長   金 澤 眞 澄 君 

経  済  課  長   佐々木 康 仁 君 

建  設  課  長   松 野   孝 君 

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会 計 管 理 者              加 藤 勝 廣 君 

消  防  課  長   大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教  育  次  長   丸 山 一 人 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事  務  局  長   横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   鈴 木 研 司 君 

総 務 担 当 主 査   飯 野 真 有 君 

 



― 2 ― 

◎議事日程 

 日程第 １  一般質問＜Ｐ３～Ｐ２９＞ 

 追加日程   第 １  議案第７７号 足寄町第７次総合計画基本構想及び基本計画（令和７年度

～令和１６年度）について＜Ｐ３０＞ 

 追加日程   第 ２  議案第８０号 令和６年度足寄町一般会計補正予算（第８号）＜Ｐ３０～

Ｐ４１＞ 

 追加日程   第 ３  議案第８１号 令和６年度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）＜Ｐ３０～Ｐ４１＞ 

 追加日程   第 ４  議案第８２号 令和６年度足寄町簡易水道特別会計補正予算（第１号）＜

Ｐ３０～Ｐ４１＞ 

 追加日程   第 ５  議案第８３号 令和６年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第

４号）＜Ｐ３０～Ｐ４１＞ 

 追加日程   第 ６  議案第８４号 令和６年度足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）＜Ｐ３０～Ｐ４１＞ 

 追加日程   第 ７  議案第８５号 令和６年度足寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第２号）＜Ｐ３０～Ｐ４１＞ 

 追加日程   第 ８  議案第８６号 令和６年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

１号）＜Ｐ３０～Ｐ４１＞ 
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午前１０時００分 開議 

 

◎ 開議宣告 

○議長（髙橋秀樹君） おはようございま

す。 

 ２番井脇議員が欠席でございます。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

午前１０時００分 休憩 

午前１０時２７分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 

昨日開催されました、第４回定例会に伴う

議会運営委員会の協議の結果を報告いたし

ます。 

 本日は、昨日に引き続き、一般質問を行

います。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 この際、報告をいたします。お手元に配

付した正誤表についてですが、今般、議題

となっております第７次総合計画の付属資

料の文言に誤りがありましたことから、先

週、町長より訂正したい旨の申出があり、

正誤表が送付されたものです。 

 本件は、提出議案本体ではなく、付属資

料の一部訂正であることから、議長が代表

して訂正を受け付けし、正誤表の写しを特

別委員会の委員皆様に配付するものです。

さよう訂正をお願いいたします。 

 以上で、資料訂正の報告を終わります。 

 

◎ 一般質問 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１ 昨日に

引き続き、一般質問を行います。 

 昨日の引き続きとなりますので、それぞ

れ９０分間でお願いいたします。 

 それでは、１０番進藤晴子君。 

（１０番進藤晴子君 登壇） 

○１０番（進藤晴子君） では、議長のお

許しをいただきましたので、昨日に引き続

き、再質問のほうをさせていただきたいと

思います。 

 まず、昨日は１番の質問事項の中で、外

来患者数と人数を確認させていただきまし

た。その中で、思っていた以上に外来患者

数は増え、現在では、入院患者数はベッド

が半分ぐらいしか埋まっていないという現

状をお伺いさせていただきました。 

 ということで、今日は２番から質問させ

ていただきたいと思います。 

 ２番の経営指標の推移なのですが、経営

指標の推移から、足寄町国保病院の現状を

もう一回ちょっと探っていかせていただき

たいと思います。 

 私がこの比率を見たときに、自分で調べ

たときに、かなり思ったよりも数値が低い

なという印象でした。特に、修正医業収支

比率ですが、令和５年度は４２.２％、ずっ

とそのぐらいで継続しているのですけれど

も、では、一体どのぐらいがいいのかとい

うところが分からなくて、北海道の各病

院、同じぐらいの自治体の大きさ、その辺

をちょっと比べてみたのですが、やはりみ

んな低いのです。でも、物の本によって

は、７０％以下は抜本的な改善が必要だと

出ております。修正医業収支比率は、医業

収益から他会計の負担金を引いたものが、

医業費用の中でどのぐらいを占めるかとい

うものですが、一般会計から繰入金をする

ので、どうしても分かりづらい部分がござ

います。ただ、これを見ると、なるほど、

自分たちが稼いだお金の中でやっていけて

いないのだなというのがよく分かります、
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ある程度仕方がないことなのですが、自治

体の病院では。これがちょっと、大丈夫な

のだろうかということと、あと、自治体の

病院は、ただ病院だけではなく、繰入金と

かもしていくわけなので、財政力というも

のがやはり一番大事なのかなと。市や町の

財政力があれば、それは当然クリアされる

わけですね、病院が多少悪くても。その辺

のところで、財政力指数というものを見て

みますと、令和５年で０.１９９、０.３０

以下の市町村は、速やかに診療所化し、再

編統合が必要というふうなことも出ており

ます。これをどう捉えられているのか、た

だこれは、数字だけではないのかもしれな

いというふうに私は思っております。この

辺をちょっと御回答いただいてよろしいで

しょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

修正医業収支比率、これが低いということ

での御質問でした。確かに、例えば令和４

年度でいくと４７％ということで、先ほ

ど、進藤議員のほうからありました７０％

というのに比較すると、かなり低くなって

いる。 

 ただ、地方の病院はどこもそうなのです

が、不採算医療を担っていると。例えば、

救急医療ですとか、そういった医療、民間

ではできない医療を担っているという部分

もありまして、あとはまた人口減少です

ね、そういうので、医業収入がなかなか

入ってこないと。 

 それなので、とにかく経営を改善するた

めには、まずは収入を上げていくというこ

とが一番求められているところかなと思っ

ています。ちなみに、私の手元に令和４年

度の決算状況調査というのを持っていま

す。それで、管内の広尾町は独立行政法人

ということで、それ以外の八つの病院、公

立芽室病院はちょっと規模が若干違うので

すが、この八つの病院、広尾を除いて八つ

の公立病院で比較しますと、修正医業収支

比率、令和４年度でいきますと、６番目と

いうことになります。それなので、上から

６番目というのですか、下のほうに今、位

置しているという形になろうかと思ってお

ります。修正医業収支比率だけをとってみ

ると、そういったことになります。 

 一方で、医業収支比率は４位ということ

で、負担金の部分、負担金の額が入ってく

ると、上から４番目というような、一般会

計の負担金です、それが入ってくると上か

ら４番目というような位置になっておりま

すので、低いほうの部類なのかなというふ

うに私は思っています。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 十勝管内の状況

は分かりました。今、事務長のほうからお

話があったように、不採算医療、これがあ

るから、いろいろ国からもお金が入りとい

うことだと思いますが、足寄町国保病院の

不採算という、２４時間救急を取ってい

る、それの不採算というのが、私はどうも

ちょっと引っかかって、ずっと調べていた

のですが、同じ救急指定をとっているとこ

ろでも、例えば、東京の病院、同じぐらい

のちょっとした病院でも救急指定を取って

いらっしゃる民間の病院もあります。みん

な、なかなか大変なのですけれども、足寄

町の不採算というのは、どういうようなこ

とが不採算になるのでしょうか。２４時間

救急医療体制を取っていることが、人的な

ものが必要なのか、それとも、いろいろな

コストがかかるのかというところ。不採算

の意味をちょっと教えていただきたいので

すが。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えいたします。 

 どういったところが不採算なのかという

ことであります。例えば、２４時間救急を

３６５日やっています。そうなると、そこ
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に必ずドクターが１人必要だということに

なると、ドクターに支払う報酬がかなり大

きくなっています。例えば、札幌から来る

となると、旅費をかけて来られたり、例え

ば、帯広であるとタクシー代がかかったり

ということで、それに対しての患者となる

と、都会のほうは、患者は、結構救急で頻

繁に来るのですけれども、どうしても地方

の病院となると、来るときは来ますが、そ

れほど、二桁にいくことというのはあまり

なくて、例えば、年末年始にインフルエン

ザが流行っただとか、そういったときは結

構な人数の患者がいらっしゃるのですが、

通常であると、３６５日開いていても、ま

ず、救急患者というのはそれほど来ない、

来ないときは１人も来ないと。だけれど

も、高い報酬を払わなければならないとい

うことで、これ３６５日払っていると結構

な金額になります。 

 そういった部分で、民間の病院は、当然

それはペイできないということで、引き受

けるところは、こういう地方の病院は特に

ないのかなと。ただ、都会の病院は、札幌

から来る先生方も、若い先生がかなり、札

幌市内の病院とか当直でアルバイトで行く

という話も聞いていますが、そういったこ

とで、結構患者が、やはり一晩に何人も来

るというような、そういう状況になってい

るので、そういったところが、まず、不採

算医療といわれる救急をやって、地方で

やっている救急の、我々の病院とは、

ちょっと違ってくるのかなということで考

えております。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 事務長のおっ

しゃっていることは分かりました。 

 ただ、もし、もしですよ、２４時間の救

急指定を取らなかったら、ということは、

当直の先生は１人減るということですか。

今は、２名でやっていらっしゃるというこ

とでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えいたします。 

 ２４時間救急をやらないということにな

ると、毎日１人の先生をつけなくていい

と。常勤の先生というのは、基本的に働き

方改革というのがありまして、今、月に最

大週に１回の当直、日直については月１回

ということで、これは制限あります。 

 それなので、外からの先生、例えば、大

学病院ですとか、帯広の病院のほうから先

生交代で当直に毎日来ていただいている

と。常勤の先生がやっている以外の日につ

いては、そういった形で当直の先生にお願

いしていると。ただ、今、研修医の先生も

来ているので、研修医の先生に当直をやっ

ていただくこともあるのですが、そういっ

たことで、３６５日間、外の先生をそう

やって１人、必ず２４時間つけていると。

プラス、常勤の先生は、毎日、オンコール

待機というか、例えば、当直の先生が帯広

の病院に救急車に乗って、救急搬送のとき

について行かなければならないといったと

きに、そのために、常勤の先生は毎日待機

で入っていただいていると。これは、週末

についてもそういった形でお願いしている

と、そういった状況にあります。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

要は、ドクターの救急をとるための、確保

するためのお金が必要であるからというこ

とですね、分かりました。 

 ちょっと細かいことですけれども、今、

オンコールというのが出ました。もともと

いらっしゃる先生たちが、オンコール待機

をしている。病院によっては、オンコール

の先生に報酬を出さないところもあるし、

出すところもある。これは、どちらでもあ

りなのですが、足寄町国保病院は、オン
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コールの先生も報酬が出ていますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えいたします。 

 オンコール待機の、今、常勤の先生５名

お願いしておりますが、皆さん、管理職と

いうことでお願いしておりますので、オン

コールのその待機については、報酬として

はお支払いはしていません。 

 それはなぜかというと、院長の管理下に

ないというか、御自宅にいられても、お風

呂に入っていてもいいし、テレビを見ても

いいし、あと、連絡があった場合に１時間

程度のところの距離であれば、ちょっと離

れていてもいいよということでやっており

ますので、そういった意味では、報酬は

払っていないということになっておりま

す。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） よく分かりまし

た。今言っていました、値が低いけれど

も、修正医業収支比率も低い、財政力のほ

うも低いけれども、何とかぎりぎりやって

いるということでよろしいですね、という

ふうに受け止めてよろしいですね。分かり

ました。 

 では、病床利用率のほうにいきます。令

和５年度、病床利用率がポンと低くなって

おります。その、説明をしていただけます

か。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えいたします。 

 令和５年度、かなり入院が減ったという

ことで、一番の要因は、やはりコロナが５

類に明けた後、それまで頑張ってコロナの

クラスターを出していなかったのです。そ

れで、５類になった後、コロナのクラス

ターが病棟で発生したということで、その

ときに、新規入院をトータルでいくと、１

か月半ぐらいストップしたということが一

番大きく影響しているのかなと思っていま

す。 

 また、看護師の数も、一時期、若い看護

師、医師等就学資金の借り入れをしていた

看護師が、償還期間が終わって、コロナも

５類になった頃に、もともと、札幌志向だ

とか、都市部の志向が若い方というのは、

そういった志向が強いので、一気に看護師

も４人、５人といなくなってしまったとい

うことで、受け入れるその入院患者さんの

数も条件がやはり、その現有のその人数だ

と、ある程度制限しなければならないだと

か、そういった部分がありまして、入院患

者が大きく減ったということが考えられる

と思います。 

 また、当然、自然減ですとか、社会減の

人口減少、これも当然あるかと思います。

そういったことが、かなり影響を及ぼして

大きな減収になったと、過去にないほどの

入院患者の減少になって、それが、病床利

用率の減少につながったということになっ

てございます。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

今、コロナが５類になって、もうしばらく

たちました。今も少しずつコロナがまた流

行っている、感染しているという、これは

繰り返されていくのだろうと思いますが、

今現時点で国保病院は、コロナの患者も入

院はできますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えいたします。 

 当院、構造上、病棟がワンフロアという

ことで、また、高齢者の方が多い、昨日も

話しましたが、平均年齢が８０歳以上とい

うことで、１回コロナのクラスターを出し

たという苦い経験もあります。 

 今、例えば、病棟の中でコロナ患者が、
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入院患者で発生したということであると、

今、４人部屋、ベッドも空いているので、

一つの大部屋は、コロナ対応の病床という

ことで、それは確保しています。それで、

そういった患者については、今、入院をさ

せているところですが、積極的に外部から

来た患者をどんどん入院させるだとか、そ

ういった体制にはなってございません。あ

くまでも、自院の中で発生しただとか、そ

ういった場合に対応できるような形にして

ございます。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

コロナで、もし入院するとすれば、呼吸器

症状とか肺合併症を起こした患者なので、

帯広の病院に搬送するというのが一番かと

思いますので、分かりました、よく分かり

ました。 

 それで、その中で、今回、こういう経営

指標の推移を見ながら、低位置というか、

十勝の中では五、六番目という中で、あ

と、うちの財政の中で１００億円以上の当

初予算があり、財政調整基金、お金のほう

も、お財布事情です、うちの、足寄町の。

その中で、今回１億幾らの損益が出ている

ということがありました。これは、まず

は、ざっくり言って許せる範囲なのかどう

か、ちょっと町長お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 病院の経営状況と

いうところであります。今までもお話があ

りましたけれども、やはり人口が減少して

きている状況ですとか、コロナの状況です

とか、そういったこともあって、なかなか

病院の経営、経営といった部分のその指標

だとか、そういった数字の部分でいくと、

やはり決して先が明るいような数字には

なってはいないという状況にはなっていま

す。 

 ただ、足寄町の中でいけば、やはり帯広

まで行くとすると、やはり１時間、普通に

車で行っても１時間ちょっと、１時間半ぐ

らいかかりますし、昨日のお話でも、バス

で行くと２時間、３時間かかるというよう

な、そういうところにあるわけですので、

そういうことを考えていきますと、足寄町

の町民の人たちが、安心して足寄で暮らし

ていくためには、一定の負担があっても、

不採算であっても、町に病院があるという

ことの安心感というのは、やはり大きいも

のだというふうに考えています。 

 今回のお話にあった、その１億数千万円

の赤字というような部分についても、一定

の足寄町の町民の皆さんが安心して足寄に

住んでいくためには、必要な経費というよ

うな、そういう考え方をすれば、そこは認

めざるを得ない部分だと思っています。 

 ただ、では、それは青天井で、幾らでも

ということには、やはりなりませんし、一

定の、どこの線まで許せるのかというの

は、そのとき、そのときの経済状況であっ

たり、町の財政状況であったり、そういっ

たものも関係してくるのかなというふうに

思っていますが、一定の金額が赤字になっ

たりだとか、それから、町の負担が今、５

億円弱ぐらいの金額を一般会計のほうから

支出していますけれども、そういった部分

については、一定程度やむを得ない部分、

必要な経費なのかなというふうに考えてい

ます。 

 ただ、どこまでが認められるのだといっ

たところは、やはり、そのとき、そのとき

で考えていかなければならない部分でもあ

りますし、経営の状況が、いかに好転して

いくのかといった部分、経費の節減だとか

そういったものについては、一定やってき

ていますので、それほどこれから大きく経

費の削減だとかというのは、できる状況で

はないのかなと。そして、今の物価高騰だ

とか、これが、物価が急に下がるだとかと

いうことも多分ないと思いますし、一定程
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度高くなったところで高止まりする、それ

から上がらなくなるかもしれませんけれど

も、下がるということはないだろうなとい

うことで考えていくと、経費の部分という

のは、やはり一定のところまでかかるだろ

うと。そうすると、経営的にどう回してい

くのかといった部分でいくと、やはり患者

にいっぱい来ていただいて、来ていただく

のが、いいことなのかどうなのかちょっと

分からないですけれども、できるだけ健康

で病院にかからないというのは一番ですけ

れども、もしも、病院にかからなければな

らないような状況になったときに、やはり

地元の病院に来ていただくということが大

事なのかなというふうに思っています。 

 そういった意味では、今、昨日も回答さ

せていただきましたけれども、いろいろな

努力を病院の中でしているという状況の中

で、今後に少しでも外にというか、町外の

病院にかからないでも、足寄町の中で病院

にかかっていただくということが大事かな

と。そのことは、高い交通費だとか、時間

だとかをかけて外に行くよりも、足寄で十

分対応できますよという、そういう体制が

やはり整っていれば、わざわざ遠い帯広ま

で病院に行ったりだとかしなくても済むと

いうことにもつながっていくのかなという

ふうに思っていますので、そういう形で、

今後できるような取組を病院の中でも、そ

れぞれ検討しながら、努力していかなけれ

ばならない課題かなというふうに考えてい

るところであります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 町長の気持ち

は、大変よく分かります。青天井ではない

ので、どこまでが一定ラインで、ここから

上は駄目、ここから下はいいと、そういう

ことではないということですね。経営努力

をしていくということだと思うのですが。 

 そこで一つ、繰入金の話です。先ほど出

ましたが、令和５年度が４億４,３０２万

２,０００円、大体そのぐらいできているわ

けです。ここで、ちょっとあれというふう

に思ったのが、今回１億幾らの損益が出

て、でも、一般会計の繰入金は、あまり変

動していないように私には見えるのですけ

れども、その辺はどういうふうになってい

るのでしょうか、令和５年度です。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えいたします。 

 令和５年度の繰入金がそれほど増えてな

いということですね。この部分は、実は、

キャッシュフロー上の現金の保有残高につ

ながってくるのかなと思っていますが、不

足分を、かなり現金で病院が持っている運

転資金です、その部分を大分使わせていた

だいたということで、去年、現金の保有が

１億円ちょっとあったのですけれども、今

年の３月末で３,０００万円台ということ

で、約７,０００万円から８,０００万円ぐ

らい現金を落としてしまっているというこ

とで、今、非常にそういった意味では、か

なり現金の保有高が少ないということで、

厳しい状況に置かれているというところで

あります。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

キャッシュが少なくなってきたということ

で、今回の補正につながるわけですね、分

かりました。 

 ここで一つ確認なのですが、私が、決算

書の読み取りがちょっと甘いのか分かりま

せんけれども、他町村や北海道の病院を見

てみますと、繰入金で賄って経営していけ

ているところは全然いいのですけれども、

夕張の件もありますが、金融機関からの借

入れですね、これをしているところもあり

ます。足寄町は、ないですよね。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 



― 9 ― 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えいたします。 

 今のところ、借入れは現状ではしており

ません。毎年の予算計上の上で、上限１億

円ということで、借入れできますよという

状況にはなっておりますが、実態として

は、今のところ金融機関からの借入れとい

うのはしておりません。 

 ただ、借入れをすると、実は、年度内に

償還、お金を返さなければならないとい

う、翌年度に積み越すことができなくて、

単年度で返さなければならない。そうする

と、方法としては、もし返せなかったら、

借りたお金を１回借り換えて、翌年度の４

月に入ってから、次の年の一般会計の負担

金をそこに充当させると。それなので、自

転車操業みたいな形になって、夕張が破綻

していったのは、そういったことなのかな

と思っております。 

当院もそういうふうにならないように、

昨日もお話ししましたが、病院経営に詳し

い経営アドバイザーですか、こういった方

を活用しながら、何とかどういった方向で

行くのが、これを持続可能な形にできるの

かということを、次年度にかけて進めてい

きたいなというふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 何となく分かり

ました。勉強になりました、ありがとうご

ざいます。 

 では、次の３番目の質問のほうに参りた

いと思います。医師・看護師の医療従事者

の欠員状況とその取組ですが、ドクターの

ほうは５名いらっしゃる。専門医も２人入

られて、盤石だと思います。これは、院長

先生以下事務長、本当に頑張っていらっ

しゃる。北海道のほかの病院を見ますと、

医師のいない病院がいる、どういうことだ

ろうと思ったことがありますが、何とかそ

の地域の先生たちを駆り集めて、回しなが

ら何とかやっているという病院もあるそう

です。あと、働き方改革も関係している。

そういうところをマネジメントする会社が

すごく今、大変忙しくて、あと、開業医を

辞めて、勤務医に戻っているという人もや

はりかなり増えているらしいです。 

 医療体制が、どんどん今変わってきてい

る、変動してきているということなのです

が、ドクターは、足寄は盤石ですね。看護

師がちょっと難しいということでしたが、

先ほどもお話に出ていましたけれども、お

金を借りて、それを払い終わった時点で

戻っていく、都会に行ってしまうという、

そういう看護師がいるというお話も聞いて

います。その人たちを食い止める策という

のですか、難しいかもしれませんが、何か

ありますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

ただいまの質問ですが、就学資金を借り入

れた若い看護師、この方々が出ていかない

ようにということでのお話で、それを食い

止める方法と、なかなか妙案は見つからな

くて、なぜかというと、やはり若い看護師

は、当院は、昨日、お話ししたとおり回復

期とか、入院でいくと慢性期、そういった

患者が多い、そういった中で、やはり１回

は、急性期病院ですとか、そういった大き

な病院で経験したいだとか、スキルを磨き

たいだとか、また、都会志向であったり、

そういったことで、確かに、その償還免除

になる期間の間、例えば専門学校であると

４年半、大学であると６年間、その期間を

一つの目安として、皆さん、これまではど

ちらかに行かれてしまうということになっ

ています。その辺はなかなか、これといっ

て、今も妙案というのは見つからないので

すが、とにかく、当院としましては、まず

は、人材の確保というのは、まずは一番で

す。その後、その看護師方がしっかり定着

していただくということが、一番大切なの

かなと、その上で、その後に続く、今度は
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後継者の育成、これも、例えば、看護科で

いくと、かなりの大所帯なのですね、病院

の中の半分は、半数は看護師、看護助手と

いうことで、やはり、まずは定着化、今、

若い方がいなくなっていくということはあ

るのですが、その中でも、なるべく当院に

定着していただけるような、そういう環境

をつくっていくということを含めて、育成

も含めて、これは次年度の、今、アドバイ

ザーにも、いろいろ他の病院の事例を教え

ていただきながら、どういった形がいいの

かということをこれから考えていきたいな

と思っております。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 今、事務長のお

答えは、本当にそのとおりだと思います。

そこで生きがいを持ってやれるというの

は、スキルアップでもそうですし、例え

ば、足寄町の国保病院でも、看護師に関し

ては、認定看護師というのを取るというこ

とも、少しできるのではないかと思うので

す。 

 ただ、半年ぐらい、８００時間の研修が

必要ですし、お金も大体１００万円から１

５０万円ぐらいいるというふうに聞いてお

ります。住むところ、認定を取るとなる

と、日本各国で、いろいろなところがある

わけですけれども、北海道には、もしかし

たらないかもしれない、分かりませんが、

そういうところに住むとなると、その居住

費もかかるかもしれない。そういうところ

を補助している病院もあるのですよね。認

定を取らせて、病院に戻ってきて、もう

しっかりと看護師を教育してもらおうと。

そういう多少、大きな病院ですけれども、

そういうところもございます。透析もあり

ますよね、うちは。そういうところで、少

しそういうふうな教育システムを、そこま

で私が口出しできないのですけれども、今

の事務長がおっしゃっていたように、教育

システムを作っていただきながら、若い人

でも、いや、ここでも免許が取れるよと、

そういうような、ここでも勉強できること

があるんだと、足寄町国保病院で。研修医

もどんどん受け入れてますよね。看護師

も、やはりそうしていただきたいと私は思

うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えいたします。 

 まさにそのとおりで、人への投資という

のは、非常に重要だと思ってます。一定程

度、やはり投資をしていかないと、将来、

その方がやはり成長して、病院の核になっ

ていただけるという部分もあります。あ

と、認定看護師の制度ですか、これも、つ

い最近採用しました看護師が、看護協会の

災害応援ナースでしたか、その資格をお持

ちの方がいらっしゃいました。その方につ

いては、札幌で更新のための研修費用、研

修の旅費ですとか、そういったものは補助

をさせていただいております。 

 それなので、今後、そういった認定看護

師だとか、そういった認定を取るための、

今言ったような、どういった形でそれを病

院として、それに対して何かできるのかと

いうことについては、今後、ちょっと検討

課題かなと思ってございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ここで休憩をいた

します。１１時１０分まで。 

午前１０時５９分 休憩 

午前１１時１０分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 １０番進藤晴子君。 

○１０番（進藤晴子君） では、次の質問

に移りたいと思います。 

 経営改善に対する取組と今後の展望で

す。 

 答弁のほうを見させていただきますと、

ほぼやれることは全部やっているという、

完璧に答弁のほうに書かれてあるので、申
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し分なくあまり言うことはないのかなと

思ったのですが、ちょっと視点を変えて、

病院の改善をするためには、やはり外来患

者に愛されて、来てもらわなければけない

というのが、それが、もちろん基本だと思

うのですけれども、それを目指して国保病

院は、やっていらっしゃると思います。接

遇は、もう当然できて当たり前、それもさ

れていると思います。 

 あと、私が気になるのは、患者さんの、

町民のニーズです、国保病院に何を求める

かというところです。それほど大きいこと

ではなくて、国保病院を受診するに当たっ

て、こういうふうにしてほしいとか、こう

いうところは嫌だなとか、そういうような

ところを細かく、クレームに対しては、川

島事務長が担当で、一生懸命対応されてい

るというお話は聞いておりますが、そうい

う、一番私が聞いた中では、やはり病院な

ので、診療所と比べては待ち時間が長い

と、当たり前のことなのですが、ただ、究

極の、これは病院にとっては待ち時間対策

というのは、もう昔からやっていることで

あります。民間の病院であれば、必ずアン

ケートを取り、待ち時間がどういうふうに

変動してきているかということは、データ

を取っております。普通にやっていること

なので、何十年も前から。ただ、自治体の

ほうは、多分、自治体病院はもしかしたら

やっていないのかもしれないと思いまし

て、やっていたらすみません。待ち時間ア

ンケートとか、そういうものをやったこ

と、患者アンケートをやったことはありま

すか。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えいたします。 

 当院、窓口業務を委託業者にお願いして

おりまして、その委託業者のほうで、御意

見というか、アンケート調査というのは、

今年度でしたか、やっています。 

 病院として何かやっているかということ

なのですが、一応、御意見箱みたいなもの

を１階と２階、入院の食事を取るところ、

休憩するところというのですか、そこに、

御意見箱を置かせていただいて、その中

に、例えば、待ち時間が長いだとか、先生

の対応が悪かっただとか、看護師の対応が

悪かっただとか、逆に、こういったところ

が、すごく素晴らしかったよだとか、そう

いった意見をいただくような、そういった

機会を設けております。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 御意見箱の設

置、大変いいことだと思うのですが、それ

はフィードバックされていますか、町民

に、張り出したり、こういうことがあっ

て、こういうふうに対応しましたよという

ことまでしていますでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えいたします。 

 現在のところ、そのフィードバック、町

民に対するフィードバックというのはして

おりません。 

 ただ、個別に、例えばお名前があった

り、そういった場合は、個別で対応をさせ

ていただいているところです。 

 あと、内部の職員については、毎月１回

運営会議ですとか、そういった会議も開催

されますので、その中で報告したり、あと

は直接、個人であれば、その個人に対して

職場長のほうから、そういったことがあり

ましたよということで、お話をさせていた

だいております。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 丁寧な対応をさ

れているようですので、ぜひ、出せるもの

であれば、少し町民に張り紙でもいいの

で、出していただけると、あ、国保病院は
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こんなふうにしてくれるのだと、何かあっ

たときに、言えば対応してくれるよねと、

そういうのが町民に伝わると思うのです。

その辺を少し、もしよかったら取り入れて

いただければなというふうに、取り入れら

れる問題であれば、出せない問題も中には

あると思いますが、そういうのもいいのか

なという、私の提案です。 

 そして、その待ち時間対策なのですが、

電子カルテの導入というところで、お金

は、かなりかかることだと思います、病院

単位でやるとなると。ただ、もう確実に、

人員も、もしかしたら人員も事務のほうは

削減できるかもしれない、電子カルテを取

り入れた場合には。その辺のこともありま

すし、確実に時間は短くなります。診療が

終わってからの時間が長いというような話

も聞いております、それは。その辺はいか

がでしょうか、検討はされていますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えいたします。 

 電子カルテについては、国のほうで、２

０３０年までに、国内全部の医療機関で電

子カルテ化ということで、今、目標を掲げ

ております。 

 その中で、当院については、電子カルテ

のその中の一部というのですか、例えば、

オーダリングシステムというのを導入して

いたり、あと、データ提出加算という電子

カルテをするために加算を取らなければな

らないというのがあるのですけど、それも

今年の４月から取るようにしています。 

 それなので、導入する環境は整っている

のですが、いかんせんお金がかかるという

ことで、特に、入院を持っていると、例え

ば、クリニックですとか、外来機能だけで

あると、それほどお金がかからないという

ことをお聞きしておりますが、今のとこ

ろ、この電子カルテ化にかかる経費という

のが、ざっくり言うと９,０００万ぐらい、

それぐらいかかってくると。当然、有利な

調整交付金、国の調整交付金ですとか、そ

ういったものだとか、過疎債ということの

活用を考えておりますが、あと今後、国の

ほうでも電子カルテの標準化、そういった

ことも今考えているようですので、その標

準化のタイミングに合わせながら、また、

今回の第７次総合計画の中で、令和１０年

でしたか、令和１０年度に電子カルテ化と

いうことで計上をしておりますので、それ

も含めて、これから電子カルテ化について

は取り組んでいかなければならないのかな

と思っております。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

国を挙げて、目標を決めてやっているとい

うことで、安心いたしました。他病院に関

しては、この電子カルテを取り入れるとい

うことだけではなくて、それを取り入れる

ことで、看護師にもパソコンを与えて、患

者回りをするときに、パソコンに全部デー

タを打ち込んでいくと。そうすると、普通

ならば部屋回りをして、詰所に帰って、記

録をして、それを医師が見て状態が分かる

と、それが全くないわけですね。そういう

時間の削減にもなるし、看護師のそういう

事故、医療事故も起きなくなる、起きなく

なるというか、起きづらくなる。いろいろ

な方面で、やはり、そういうものがよく

なってくると思うので、まずは電子カルテ

導入に向けてちょっと頑張っていただきた

いなと思います。お金のかかることで、そ

れほど簡単にはいかないと思いますが、ス

タッフのそういう知識、そういう教育も含

まれてくると思います。なかなか大変かと

思いますが、分かりました。 

 では、アドバイザーの話が出ておりまし

た。実績のある病院経営アドバイザーの活

用というふうになっております。これをも

う少し詳しく、実績のあるというところが

ちょっと気になりますので、詳しく教えて
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ください。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えいたします。 

 実績のあるというか、アドバイザー、こ

れは、例えば経営コンサルタントというの

があると思います。単に、例えば分析の数

値ですとか、そういったものを叩き台みた

いな形で作っていただいて、それを報告す

るという形のアドバイザーを考えておりま

せん。実際に、病院のほうに入っていただ

いて、その中の経営改善を病院の中から一

緒に取り組んでいただくと。 

 それなので、数値的なものは当然そうな

のですけれども、そういったことで、その

数値的なもの以外にも病院の経営強化とい

うことでつながるもの、例えば細かいこと

でいくと、この町長の答弁書にも書いてお

りますが、例えば加算の取り漏れだとか、

そういった部分ですとか、本当に病院の、

先ほどの接遇だとか、待ち時間の対応だと

か、そういったことも含めて、これはアド

バイザー、まだ決定していないので詳しく

申し上げることができないのですが、道内

の公立病院でも４か所、既に入っている、

当院よりもちょっと規模の大きいところな

のですが、実際、管内でも入られていると

いうことで、全国の公立病院に入られて、

いろいろ知見もある方ということで、その

方に忙しい中、何とか当院の立て直しのた

めに協力していただきたいなということ

で、今、水面下でお話をさせていただいて

いるところです。何とかこれが実現するよ

うに、その際は、恐らく予算の措置という

ことも、また出てくると思いますが、その

ときには、また議会の皆さんの、投資とい

うことで、中長期的に考えていただいて、

ぜひ、御審議いただければなと思っており

ます。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 楽しみですね、

そういう方が入るのは。どんどんよくなる

のではないかと本当に嬉しいのですが、元

に戻して悪いのですが、経営アドバイザー

を入れる、でも、入ってきてもらって、言

われたことをそのままというのもちょっと

まずいと思うし、そうではないと思ってい

ます。アドバイザーを入れる、今までの中

で、それぞれが勉強して、もちろん病院の

方もみんなそうですし、考えていらっしゃ

ると思います、経営のことは。その辺を、

ちょっと少しお伺いしたいと思います。 

 プランの中にも書いてありますが、協議

の経営形態の見直しということで、今、足

寄町は、地方公営企業法の一部適用という

ことで、半分以上は、道内はそういう経営

形態をされているというふうにお伺いして

いますが、その中で、ちょっと気になるこ

とが、一部適用と全部適用のどこが違うの

だというと、簡単に言うと、全部適用にな

ると、人事や給与、労務管理業務を病院単

独で行わなくてはいけないというふうに書

いてあります。これが、いいことなのか、

悪いことなのか、どっちもメリット・デメ

リットがあると思いますが、その辺のこと

をちょっとお伺いしたいのですが。もし、

そういうことも、コンサルタントが入ると

いうことなので、そこら辺のことも含まっ

て、これから考えていかれると思うのです

が、今現時点で、何か問題があるかと一部

適用で、替えたほうがいいとか、替えない

ほうがいいとか、ちょっと今のお気持ちと

いうか、お伺いしてもよろしいでしょう

か。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えいたします。 

 当院は、今、一部適用ということで、全

部適用といわれている部分はございます。

全適、今、進藤議員が言われたとおり、人

事を今までは町長部局ということで、町長

のほうから院長も任命されてという形にな
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るのですが、その辺の人事が、流動的に、

自院でできるという部分だとか、そういっ

たメリットもあります。 

 今、経営形態で申し上げますと、町長

は、病院の今は開設者ということで、経営

責任のある立場にあります。町長が、医療

法上の病院管理者を院長に任命していると

いうような形で、今は、そういった形に

なっています。これを全部適用にしたから

といって、いろいろな病院の調査という

か、いろいろ調べたのですけど、なかなか

人事部分の部分は、確かにメリットがある

のですけど、実際のところは、町の息がか

かっているというか、そういった部分も

あって、この一部適用を全部適用にすると

いうことについてのメリットというか、実

際の結果というのは、なかなか見えづら

い、見えていないということが、一般的に

言われているということでございます。 

以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 本来は、独立行

政法人化であるとか、やっている病院もあ

りますので、その辺のことも、ちょっとお

伺いしたかったところですが、それは

ちょっといいとして。 

 一般的なことで、一般的な自治体病院の

経営上の一般的な課題、別に、足寄がそう

だと言っているわけではないです。今の経

営形態も含めて、ちょっと考えたときに、

今、言われていました人事権、予算の権限

が院長にないということの意味合いは、ど

うなのかなと、私は思うわけです。いいの

か、悪いのか、どうなのかということと、

あともう一つ、町長が責任の一番トップで

ございます、何でもそうなのですが。町長

が、病院とどういうふうに関わっていらっ

しゃるのかということを、どうしても私た

ちには見えづらいことが、一番トップは、

町長だということも分かっていらっしゃ

る。村上院長が、一生懸命頑張っていらっ

しゃることもよく分かっています。です

が、その関連性ですね、どういうふうに会

議に入っていって、どういうふうに報告さ

れているのか、町長に対して。町長は、ど

うやって介入されているのか、ちょっとお

聞きしたいのですけれども、お願いしま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

私は、病院の立場からということで、病院

運営上の課題ですとか、問題点、こういっ

たものがありましたときに、その都度、院

長と私で、もしくは、私単独で、随時報告

だとか、相談を町長、副町長もそうなので

すけれども、上げさせていただいている

と。あと、月に１回、先ほどお話ししたの

ですが、運営会議という会議があります。

これは、病院の幹部職員が集まって、病院

の運営上の問題点、課題だとか、そういっ

たものを毎月、数字を出しながら、話し合

う場なのですが、その会議結果を、必ず月

１回、これは、副町長にも、町長の目にも

入るように、決裁として上げているよう

な、そういった形で今やっております。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 病院経営に関わる

町長としての関わり方といった部分であり

ますけれども、今、事務長のほうからも話

がありましたけれども、一定の、全てにわ

たって、こと細かく町長が病院に行って指

示をしたりだとかというようなことは、当

然のことながらできないので、やっていま

せん。必要な事項、それぞれ、役場の中も

そうですけれども、それぞれ課の中で必要

なところは課長までで終わるところもあり

ますし、それよりもこう必要に応じて、副

町長であったり、町長というところまで話

があったりとか、相談があったり、また決

裁をしたりだとかということになってくる

のかなというふうに思っています。 

 それと同じように、病院も基本的には、
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病院の中で運営をしていただいている部分

はありますから、村上院長をトップに病院

の中の運営をしていただいていると。その

中で、村上院長と事務長の間で、いろいろ

な中身の協議がされたりだとかして、これ

は、いろいろな相談だったり、協議だった

りとか、必要になるよということであれ

ば、その都度、その都度、私のところに来

ていただいたり、私が病院に行ったりとか

しながら、院長だとか、それから、事務長

だとかと一緒にお話をさせていただいてい

るということになっています。 

 また、先ほどもお話がありましたけれど

も、病院で開かれている毎月毎月の運営会

議の内容については、決裁として中身を見

させていただいて、先生方の動向であった

り、今の経営状況、それから、入院の患者

の数だったり、外来の患者の数だったり、

ヒヤリハットだとか、いろいろな関係の、

それぞれの会議の中で話されている中身に

ついては、毎月見させていただいていると

いう形になっています。 

 その中で特に、何か問題があるだとか、

そういうようなことがあれば、私のほうか

ら話をするということになるかというふう

に思いますけれども、あまり病院の中身に

それほど、直接私のほうから言うというこ

とはないという、比較的、今の段階でいけ

ば、村上院長と川島事務長の中で進めさせ

ていただいているところであって、私のほ

うは、いろいろと外から、外からという言

い方もあれですけれども、見させていただ

いているというような形になっているのか

なというふうに思っています。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

町長はお忙しいので、やはり月に１回の運

営会議に出るというのは難しいですよね、

難しい。はい、分かりました。 

 今は、川島事務長と村上院長、これから

先変わるかもしれませんけれども、その体

制が整っていて、そうするとうまく町長に

上がってくる。その体制が、もしちょっと

バランスが崩れたときが、私は怖いのかな

と。人を育てるのは、やはり大変だという

ことですけれども、やはり病院の事務長

は、どう考えても難しいですよね、専門家

が来るのであれば別ですけれども。それを

決める町長も大変かと思いますが、その事

務長が育っていく間のことを考えると、や

はりこの病院の経営が大変苦しい中、こう

いう御時世の中、一番のネックは、ネック

と言いますか、事務長なのではないかなと

思うのです。それも一般的な経営上の課題

となって出ていますが、言葉は悪いです、

非効率な経営と、よく分からないのですけ

れども、事務職員のローテーションで病院

経営のノウハウが蓄積されず、うまく引き

継ぎができないとか、当然あることなので

すが、今まで、そういうことを考えて、外

から事務長を入れるとか、もしくは、専門

の人を事務長の上に部署として置くとか、

そういうようなことを検討されたことはあ

りますか。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） やはり病院では、

院長と事務長が、しっかりとタッグを組ん

でやっていっていただかないとうまくいか

ないというのは、もう目に見えているとこ

ろでありますし、今回、１２月の初めに、

大学病院だとかにもいろいろと一緒に行っ

てきましたけれども、その中でもお話しさ

れていたのは、やはり院長と事務長がしっ

かりとしないと、なかなか経営が大変です

よねというような話も聞いてきているとこ

ろであります。 

足寄町の今までの、ずっと経過を見てい

ても、やはり、事務長と院長がしっかりと

一緒にやっていただいているという経過が

あるのかなというふうに思っていますし、

もっと言えば、院長から、ぜひ、この事務

長でなければとかというようなときもあっ
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たのかなというふうにも思っています。 

 そういったことでいくと、次に、やは

り、事務長は役場の職員で、専門職ではな

いので、一定程度何年かたつと替わるだと

かというような人事異動がありますので、

そういう形で替わっていくということにな

りますけれども、やはり、そのときに、ど

ういう人をそこに配置するのかといった部

分、やはり非常に気を遣うところなのかな

というふうに考えています。 

 それで、今、お話しがあった事務長にそ

ういう専門の病院の事務を経験しているよ

うな、例えば、民間の人だとか、そういっ

た人たちを採用するかどうかというところ

を検討したことについては、私は、時間的

には短いですけれども、その中では、ずっ

と川島事務長にお願いをしているので、そ

れを検討したことはございません。過去も

多分、ずっと役場の職員が異動で回ってい

くという形で事務長になっていますので、

多分、よそというか、外からそういう事務

長の職の人を採用とかというようなことを

検討したことはないのではないかなと考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

事務長が交代したときに、フォローするよ

うな形で、元いた事務長が残るとか、いろ

いろやり方はいろいろあると思いますし、

その辺のことは、多分されていくのだろう

と思いますので、分かりました。 

 もう一つ、ちょっとお伺いしたいこと

が、課題の中の、ちょっとあまりなのです

けれども、給与のことです、職員給与。こ

れの、民間ではないので、公務員、地方公

務員でという形でなっているのですが、今

回の決算の中で、ちょっと額が上がってい

るのです。令和４年度と令和６年度の給与

が１億円ぐらい、１億１,０００万円増えて

いるところ、これが、ちょっと気になった

もので、額が間違っていたら申し訳ないで

すが、よくよく見たのですが、１億１,００

０万円ぐらい給与の費用が上がっているの

ですが、その辺の説明をしていただいてよ

ろしいでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

お答えいたします。 

 決算の数字でいくと、恐らく、そういう

ことにはならないのかなと思っております

が、多分、決算と予算を見られているので

しょうか、令和６年度の。決算、令和６年

度の決算。令和６年度は、まだ決算は出て

いないので。令和６年度の今の現状です

か。令和６年度の決算は、まだこれからな

のですよね。今、令和６年度とおっしゃい

ました。ああ、これ、令和５年度と令和４

年度。 

 よろしいですか。給与費の決算額という

ことですか、それで、よろしいですか。給

与費の決算額は、令和４年度が６億７,８６

３万８,６４８円。それで、令和５年度が６

億８,７０３万８,６０４円ということで、

差し引き幾らかな、一千……、１億円には

ならないと思います、一千何百万円という

ことになるのかなと思うのですが。私、

今、決算書を見ているのですよね。令和４

年度と５年度の決算の給与費でよろしいで

すよね。決算書を見ているので間違いない

と思うのですが、令和４年度の給与費の決

算額ですね。これは、６億７,８６３万８,

６４８円。それで、令和５年度が６億８,７

０３万８,６０４円ということになりますの

で、差額は、その数字にはならないかなと

思いますが、１,０００万円、ちょっと桁が

違うのかなと思いますが。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） すみません、

ちょっとダウンロードしたのが、もしかし

たら違うのかもしれない、それは、違わな

いのであれば大丈夫です。あまりにも
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ちょっと多いので、医者が一人増えたにし

ては、もしかしたら会計年度任用職員のい

ろいろなことがもうアップしているので、

それも絡んでいるのかなと思ったのですけ

れども、分かりました、間違いです、それ

は結構です。 

 ただ、何で給与費が課題になるかと言っ

たら当たり前なのですが、民間などは、も

し収益がなければ、給与はカット、給与と

いうか、ボーナスはカットされるとか、そ

ういうようなことができますので、それ

は、公務員にはできないので仕方がないで

すね、分かりました。すみません、私の間

違いです。 

 では、記憶にも皆さんあると思うのです

が、２０１９年、コロナの前、厚労省から

全国の公立公的病院４３６病院の再編統合

をということで、新聞に載りました。もう

すごく病院はびっくりしたみたいですけれ

ども、これが、コロナで、再編といっても

コロナの中でできるはずはないと思ってい

たので、頓挫しているのかなと私自身も

思っていたのですが、進んでいるらしいで

す。２０２３年５月２５日開催のワーキン

ググループの資料によりますと、２０２３

年３月時点で、検証済みの医療機関、やり

ますよという検証済みの医療機関が２５

３、４３６病院のうちの２５３、このうち

１４６病院、５８％が病床機能を見直す、

９５病院、３８％が許可病床を見直す、３

７病院、１５％が医療機関の役割を見直

す、３３病院、１３％が再編を実施すると

それぞれ動いているらしいです。国に言わ

れたからなのか知りませんが、こういうよ

うに再編が進んでいるということです。 

 足寄町が、コンサルタントを入れて、こ

れから考えていく中で、病院再編というの

は、北海道のこの広い地域で再編するのは

なかなか難しいし、必要でなければしなく

ていいのですけれども、この病院再編につ

いてのお考えを、今現時点でのお考えをお

伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 川島病院事務長。 

○国民健康保険病院事務長（川島英明君） 

私の立場からお話しさせていただきます

が、たしか再編ということで、厚労省から

全国の病院が出て、管内でも半分ぐらいで

すか、病院が対象になったということで、

当院は、たまたまそこには載っていなかっ

たということで、それも、回復期病院とい

うことで当院のほうでは報告を上げており

ますので、ほとんどが急性期病院として、

１３対１ですとか、１０対１ですとか、そ

ういったところが対象になったというだけ

の話で、当院も、いつそこに載ってもおか

しくないような状況であったのは間違いな

いです。 

 今後、再編統合問題というのは非常に重

要なポイントかなと思っています。国のほ

うは、とにかく社会保障費が増大している

という、この社会保障費を減らすために、

あの手この手で病院を再編統合ということ

の方向性になっています。 

 ただ、北海道、御存じのとおり広い、特

に、足寄町なんかは、もう本当に香川県に

匹敵するぐらいの面積を有していると。本

州の事情と違って、その隣の、例えば、橋

を渡ったら隣の町の役場があるとか、病院

があるとか、そういった事情にありませ

ん。やはり、昨日もお話ししたのですが、

この広い町で、しかも高齢化率が高くて、

そこで、例えば、病院がこう、うちの病院

がなくなって、帯広に通うとなったとき

に、本当にそこに住むことができないとい

うこともありますので、確かに国のほうで

は、そういった方針でありますが、当院と

しては、昨日も言ったのですけれども、持

続可能な形、今の病院のベッド数６０床、

これがいいかどうかということは、今のと

ころはまだ何とも言えませんが、今年は、

町内の老健施設が廃止になっただとか、そ

ういった一定の受け皿としての役割もある

ということで、今年は、もう特に動いてお

りませんが、来年は、特別養護老人ホーム
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も出来上がると。町内の福祉施設の、今、

空きもあるということも含めて、医療と介

護・保健・福祉連携システム、これが、一

定の年数を経過しているので、やはり来年

あたり、特別養護老人ホームが完成した時

点で、今、アドバイザーも入ってきますの

で、そういった総合的な中で、当院のベッ

ドの在り方だとか、全体の仕組みの中で考

えていかなければならないのかなと思って

います。 

 あと、例えばベッドを単純に減らすだけ

ではなくて、例えば６０床あるうちのナー

スステーションから離れた部分、１２床で

すか、それを何かに転換できないのかです

とか、例えばそれを個室にするだとか、い

ろいろありますよね。そういったことも、

我々の机上の中ではいろいろ考えて、やは

り人的な部分であったり、その施設基準を

取るためのいろいろな制約があって、なか

なかできなかったという部分もあります。 

 ただ、それはあくまでも机上で考えてい

たことなので、この辺も、やはり病院経営

に詳しいアドバイザーの方に、何かヒント

があるかもしれないということで、そう

いったことも含めて、今回、本腰を入れて

やるという方向にありますので、病院の立

場としては、そういった形で御説明させて

いただきます。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君）  １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 川島事務長が、

全部まとめていただいてありがとうござい

ます。私の思っていることも、全部まとめ

ていただきましたが、今、その中で、１２

床をほかのものにできないかというような

お話がちらっとありましたが、介護医療院

というのが２０１８年にできて、なぜそう

いうところができたのかというと、医療と

介護を分けようということで、こういうよ

うな形を取ってきているけれども、１人の

人間が、分けられない人はいっぱいいるわ

けです。医療が終わってから、はい、介護

の施設と、そこをうまく移動できない方も

いっぱいいらっしゃいます。そういう人た

ちの受け皿をということで、介護医療院と

いうのが、どんどん増えているという。 

 それなので、民間のアニカでしたか、足

寄町にもできまして、これから軌道に乗っ

てくのかもしれませんけれども、民間のそ

ういう施設、病院と、もちろん、あづまも

そうですし、いろいろなところと自治体の

病院は連携を取りながら、患者を取り合う

わけではなくて、うまくベッドを使ってい

く方法を、コンサルタントが入りますの

で、そこで考えていっていただければなと

思っていたのですが、やはり、考えてい

らっしゃるということで安心いたしまし

た。ぜひ、両方に関わっている、医療と介

護が両方必要だという人の受け皿を作って

いただきたい、特別養護老人ホームは、そ

うはなりませんので。でも、考えていただ

けているということで安心いたしました。 

 今まで、いろいろと詳しく、詳しすぎる

ほど質問してしまいましたが、これからコ

ンサルタントを入れる中で、専門なので分

かると思うのですが、やはり自治体、役場

と病院と、地域医療というのは役場と病院

とだけではなくて、やはり町民の意見、そ

の三者が一緒にならないと、絶対いいもの

は出来上がらないと思うのです。 

 例えば、コンサルタントが入って、人口

もどんどん少なくなっていって、有床診療

所になったとしても、それは勝手に町が

やった、勝手に病院がやったでは、やはり

町民は納得いかないわけですよね、お分か

りになっていると思いますが。やはり、町

民の意見をコンサルタントを入れると同時

に、どんどん聞ける、こちらの情報も与え

て、町民の意見も聞ける、その対話の場

を、やはりこれから先、私は持っていって

いただきたい。本当ならば、そういう気持

ちを持った町民から、町民自ら勉強して、

そういう団体を組んで、アプローチしてく
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れるのが本当はいいと思うのですけれど

も、なかなか病院の経営というのは難し

い。いくら勉強しても、頭でっかちになっ

て、本当にそうなのと、自問自答しながら

の今日は私、一般質問でした。そういうと

ころに町民の意見を持ってこさせるのが、

すごく難しいと思うのですよね。それなの

で、ほんの１年に１回でもいいから、その

対話の場を持っていただきたいなというふ

うに思っております。住民の意見、理解が

ないと本当に住みづらい町です。意見が

あって、縮小化したのであれば、町民は納

得するのだと思いますね、これから。その

辺はいかがでしょうか。町長に、ちょっと

お伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 今まで、いろいろ

と御議論もあって、先ほど、川島事務長の

ほうからも話がありましたけれども、やは

り病院が地域にあって、それで初めて、住

民の人たちも安心して過ごすことができる

というのは、間違いないことだというふう

に思っています。 

 ただ、どうしても専門の病院だとか、そ

ういうことで考えていくと、地元にはない

ということで、ほかに行かざるを得ない、

帯広の病院にも行かなければならないとか

ということが起きるのだろうというふうに

思います。 

 ただ、基本的には、お腹が痛くなった

り、風邪をひいたり、ちょっと怪我しただ

とかといったところの、そういうものにつ

いては、できるだけ近いところで医者にか

かれる、そういう場所が、やはり必要だと

いうのは、誰もが思うところだというふう

に思っています。 

 ただ、先ほどもいろいろと経営の問題だ

とか、いろいろ話がありましたけれども、

やはり当然、そこにはお金の問題も出てく

るわけで、そういう体制はきちんと必要だ

けれども、それが幾らでも赤字になっても

いいのかということにはなっていかないわ

けで、それには、いろいろな努力も必要に

なるというふうに思っています。そこは、

これからアドバイザーなども入れるような

ことも計画しながら、そういう中で、いろ

いろな取組をして、よりよい病院の経営と

いうか、地元の人たち、住民の人たちにも

喜んでもらえるような経営をしていけるよ

うな、運営がしていけるような、そういう

病院になっていけばというふうに考えてい

るところであります。 

 やはり、住民の人たちが、先ほど御意見

箱でしたか、の話もありましたけれども、

何を望んでいるかというのも、これも大事

な話だというふうに思っています、病院に

何を望むのかというところ。ただ、住民の

方たちの望んでいることに十分答えられる

かどうかというのを、それは、その中で考

えなければならない部分もあって、全てに

わたってお応えできるということにもなら

ないのかなと。そういったところをいろい

ろお話ししながら、納得していただいて、

こういう病院の経営なのだよといったとこ

ろに結びついていけばいいのかなというふ

うに思っているところであります。 

 最近、やっと病院のほうも体制も整った

りとかしながら、出前講座ですとか、講演

会だとか、そういうのを開く機会もできて

きたというところもあって、そういう、い

ろいろと町民の人たちと病院の職員たちが

顔を合わせる機会もできてきているという

ところもあって、いろんなところで、いろ

いろと町民の皆さんからの声をいただく、

そういう場もできてきているのかなという

ふうに考えておりますので、引き続き、そ

ういう、町民の人たちが安心して、いつま

でも住み慣れた場所で病院にもかかれる、

生活できる、そういう形のまちづくりとい

うのをしていかなければならないかなと考

えているところであります。ちょっと答え

になったかどうか分かりませんけれども、

以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子
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君。 

○１０番（進藤晴子君） ありがとうござ

います。地方自治体は、住民の福祉の増

進、これが一番でございます、これが使命

であります、そういう組織だと思っており

ます。そのために、今、一生懸命、皆さん

頑張っていらっしゃると思います。安心し

て住み続けられる足寄町、今、町長のほう

から言われましたが、医療、そして、今回

は、足寄町国保病院に特化して質問させて

いただきましたが、要になっていますの

で、地域包括という考え方が、地域では、

今どうなっているのだろうと思ったとき

に、いや、そんなことできないよというと

ころが、どんどん出てきていると聞いてお

ります。国の求めているものが、地方では

それはできない、これだけの人数で、どう

やってそれをやれるのだというところが出

てきております。 

 その中でも、足寄町も、先ほど言いまし

たが、老健がなくなり、そして、いろい

ろ、診療所も一つなくなり、いろいろと変

わってきております。それなので、もう一

度、特別養護老人ホームができるこの時期

に、もう一回考え直すというか、見つめ直

して、みんなで安心して住み続けられる足

寄町になっていければなと、まちづくりも

考えております。町づくり対策で民間が動

いておりますが、病院・介護に関しては、

やはり別枠で考えていくべき大きなことで

はないかなというふうに私は思います。町

民の受療の権利、診察の権利、健康の権利

を保障するために、我が足寄町は、どう進

んでいくのだろうかということが気になる

ところであります。 

 もう一度、統括で、町長のほうからお話

を伺いたいと思います。介護も含めてよろ

しくお願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 町民の人たちが、

いつまでも安心して、住み慣れた足寄町で

暮らしていけるという、そういうまちづく

りというのをしていかなければならないと

いうふうに考えています。足寄町は、医療

中心として、介護・保健・福祉の連携シス

テムというのも、私の前の安久津町長の時

代に確立しながら進めてきているところで

あって、そういう取組を今までもしてきて

いるということであります。時間が経過す

ることによって、人も変わり、状況も変わ

りというようなことで、少しずつその中身

も変わってくるのかなというふうに思って

います。 

 ですから、やはりその時代、時代に合っ

た、その時代、時代に合っているけれど

も、持続可能なという、そういった取組を

今後もしていかなければならないというふ

うに考えています。 

 医療、それから介護というのは、これか

らの高齢化が進んでいく町としては、やは

り、一番考えていかなければならない課題

だというふうに思っておりますので、この

辺りは、総合計画の中でも、いろいろと課

題もありますし、今後取り組んでいかなけ

ればならない問題というのもありますの

で、また引き続き、そういった取組をして

いかなければならないというふうに考えて

いるところであります。 

 また、人手不足という時代にもなってき

ていますので、やはり介護人材だったり、

看護人材だったりという、そういったもの

にも、きちんと取り組んでいかなければ、

やはり根幹となるところは、その働き手と

いうか、担い手が大事でありますので、そ

ういったところも含めて、今後も検討し、

また議会の皆さんとも協議しながら、進め

させていただきたいというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いを申し上げま

す。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 長いことありが

とうございました。これで一般質問を終わ
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ります。ありがとうございます。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、１０番

進藤晴子君の一般質問を終わります。 

 昼食のため、午後１時まで休憩といたし

ます。 

午前１１時５３分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 午前中に引き続き、一般質問から行いま

す。 

 ５番田利正文君。 

（５番田利正文君 登壇） 

○５番（田利正文君） 昨日に引き続き、

一般質問させていただきます。５点目から

入ります。 

 昨日、言い忘れたのですけれども、農村

部でお会いした９０代半ばの女性の独居の

方、こんな話されていたのです。もうここ

にいる必要もないと、それで、早く逝きた

いのだけれども、なかなか迎えに来てくれ

ないんだよねという話をしたのです。まさ

か、そうですね、早くお迎え来るといいで

すねとは言えませんでした。それが一つで

す。 

 もう一つは、市街に住んでいる方で、こ

れも９０代半ばの方です、こちらは男性で

す。膝が痛くて通院しているのですけれど

も、痛み止めと湿布をもらっていると、だ

けれども、症状は取れないという話をして

いたので、私が、いついつには、帯広の、

いわば、整形外科に行きますので、一緒に

行ってみませんかという話をしたのです。

そうすると、お願いするかなという話をし

ていたのです。それで、明日行くよという

ことで、前の日になってから、明日の何時

に迎えに行きますけれども、いいですかと

いう電話をしたら、いや、少しよくなった

のでいいですと断ってきたのです。よくな

るはずないですよね。だから、遠慮された

と思うのですよね。約９５歳ですけれど

も、私より２０年上の大先輩です、そうい

う方たちにこういう発言をさせるというの

は、「住み慣れた町で安心して暮らし続け

られるように」というふうに言っている町

としては、非常に悲しいのではないかとい

う思いがあるのです。 

 それで、話を進めたいと思うのですけれ

ども、社会福祉協議会の外出支援サービス

の利用状況について、どうなっているのか

というのをお聞きしたいと思います。なぜ

かというと、必要なときに、気兼ねなしに

利用できるということが、やはり大事だと

思うのです。そういった意味で、利用状況

をちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 社会福祉協議会で実施しております外出

支援サービスの昨年度の利用実績でござい

ますが、１４８件、２２９人の方が利用さ

れております。中では、町外の御利用の方

は、９２件、９６人の方が利用されている

状況になっております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君）  それで、昨日

ちょっと聞いて、またダブってしまうと思

うのですけれども、一定の条件があると

言っていましたよね。公共交通機関で行け

る方は、駄目だと、駄目だとは言わないの

ですけれども、そういう条件があると言っ

てましたけれども、例えば、私、昨日言い

ましたように、バスで行きましたら往復７

時間必要なのです。それには、自分自身で

考えたら、ちょっと無理だろうと。物理的

には歩けないわけではないから、バスに

乗っていけないことはないと。そういうと

きに、個人の判断で、社会福祉協議会の支

援システムにお願いしますと言ったときに

は、それは、受けてもらえるものでしょう

か。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答
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弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 先日の質問の際にもお答えしております

が、時間的な形での利用の制約という部分

については定めておりません。 

 ただ、そういった部分での要件、時間が

長いから逆に使えるというような要件では

ありません。単独で外出が困難であって、

自ら移動手段を確保できない、家族等の支

援も得られないような方々という部分の中

で、困窮をされている方について、御利用

をいただくというものでございまして、予

約をしていただいて、ドライバーの確保、

車の空き状況等を見ながら、社会福祉協議

会のほうで利用を許可するような形になっ

ている状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） それで、例えばで

すけれども、私が、病院に行くならば、行

くならばというか、そういうふうにやって

いるのですけれども、１か所ではなくて、

どうせ行くのだから、１日つぶれるのだか

ら、もう１か所行くというふうにやるわけ

ですよね。そういう場合には、もう１か

所、回ってくれるということも可能なのか

どうか。その辺はどうでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 帯広等に行きますと、大体１日ぐらいの

感覚で、移送がされるような形、もしく

は、半日ちょっとかかるような形になりま

す。そういった中で、時間的な部分、次の

車両の利用状況がないだとか、そういった

部分を社会福祉協議会のほうで判断をして

いただいて、事前に申し込みをした段階で

２か所回ることが可能だとか、そういった

ことが判断されるかと思います。 

 ただ、それが朝一、例えば９時から、９

時の受診、そして、遅く４時からの受診と

かという間隔が非常に長くなる場合等につ

いては、予約の段階で、社会福祉協議会の

ほうにその旨をお伝えしてという形になり

ますので、基本的には、事前に申し込みを

いただいて、その状況を確認をしていただ

くというような形になろうかと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 今、お聞きしたら

１４８件、年間ですよね、使われていると

思うのですけれども、これに漏れている方

も結構いらっしゃるのだと思うのです。漏

れている方っておかしいのですけれども。

私、昨日、南町に住んでいる方という事例

でお話ししたのですけれども、ああいう方

には、多分、この情報が伝わっていないの

ではないかと思うのです。もし伝わってい

れば、苦労して友人、知人を探して、朝６

時のバス停まで送ってくださいという話を

しなくても、よかったのだと思うのですけ

れども。それがなくて、いよいよ困って、

タクシー会社に電話したら、そんなに早く

はやっていませんと受け付けられなかった

とかと言っていましたので、相当悩んでい

たみたいなのですけれども。 

 それで、その１４８件が、多いのか少な

いのか分かりませんけれども、私が今、こ

こで一番最後にお聞きしたいのは、高齢者

の方でなくても、体に不自由がある方もそ

うですけれども、自宅の玄関から病院の玄

関までやっぱり送迎をきちんとしてもらえ

ると、しかも、予約をしておけば比較的自

由な時間帯で行けると。自由というか、こ

れは、予約したいのだけれども、それは駄

目だよとはねられるのではなくて、ある程

度、予約の要求が通るという感じでしょう

か、そんな感じでできるようにする必要が

あるのかなという思いがありまして。近隣

の自治体と帯広市、それから、地元の業者

と帯広の業者、それから、役場の各部署と
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の連携で、そういうシステムをきちんとつ

くれないだろうかという思いがあるので

す。これはまた、６番目の質問と絡むので

すけれども。そんなことをちょっと検討さ

れているのかどうかという、あるいは、必

要性というのはどうでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 まず、社会福祉協議会のほうでも、基本

的には、職員の方の出勤時間等もございま

して、この制度につきましては、原則的な

部分でございますけれども、基本的には月

曜日から金曜日までの午前９時から午後４

時３０分までを利用できる期間というふう

にさせていただいている状況でございま

す。 

 それなので、６時だとかというような時

間帯については、なかなか利用できるかど

うかという部分にはなろうかと思いますけ

れども、先日もお話がありました、バスで

行く場合には６時だとかという部分があり

ます。そういった部分ではなく、受診時間

に合わせた形で御相談いただく中で、もし

かしたら時間的には、それほど早く行かな

くてもいいというような形になるのではな

いかなと思いますので、そこは、個別に御

相談という形になろうかと思います。 

 そういった通院的なサービスについて

は、近隣の町村だとか、運送業者と協議を

しているかという部分でございますが、今

の段階では、そういった協議はしておりま

せん。現在のところ、この社会福祉協議会

で実施している移動サービスを御活用して

いただくということで、皆様に御利用いた

だくということでお願いしている状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 足寄出発９時とい

うことを前提でいけばいいということです

ね。私が、昨日言ったみたいに、足寄出発

を６時のバスで乗っていくと、国立病院に

８時半に着くので、そういう発想は駄目だ

ということですね。あくまでも、９時から

５時４０分までの間でと。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 受診時間だとかそういった部分を、８時

半に受診が開始されるのかどうか、予約が

されているのかどうかというのも分からな

い状況でございますが、基本的には、先ほ

ど言いました時間帯での運用をしておりま

すということで、あとは、その病院との受

診時間の関係で、折り合いがつくのか、も

しかしたら、病院のほうに８時半からの受

診は、なかなかないかと思うのですけれど

も、予約をされていて、例えば、９時だと

かということであれば、こちらから行くの

に１時間半程度かかるのでということで、

逆算をして９時からであれば７時半です

か、そういったことが可能かどうかという

部分を社会福祉協議会と相談をしていただ

く。もし、それが難しいということになれ

ば、大変申し訳ないですけれども、病院の

受診時間を逆にちょっと調整をしていただ

くというような形になるかなというふうに

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 基本的なことです

けれども、その車には対人・対物、そうし

た保険は全部入っているのですよね。だか

ら、ボランティアの運転手が責任問われる

ことはないのですよね。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 基本的には、その車両損害補償について

は、加入しておりますので、運転手が個人
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的な責任をという形にはならないというよ

うな状況になっております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君）  ６点目に行きま

す。 

 昨日の町長の答弁で、コミュニティバス

を利用していただきたいというふうに、た

しか答弁であったと思うのです。それで、

ごめんなさい、原稿がどこに行ったか分か

らないのだけれども。議会報告会の話の中

で、ある団体というのか、グループなのか

分かりませんけれども、こういう催しをや

りたいと、例えば、西町コミュニティセン

ターのところでやりたいとか、北のコミュ

ニティセンターでやりたいとかとなったと

きに、誰々さんにも声をかけたいと、実際

に声をかけた。そしたら、もちろん、その

方は足がない、車がないので、コミュニ

ティバスで来ようとするわけです。そうす

ると、４０分かかるというのです、コミュ

ニティバスで来ると。その方が、どこにい

るかという場所によるのですけれども。そ

れで、４０分かかるので、参加できないわ

といって断られるケースが多いという。そ

れは、その方だけではなくて、ほかの地域

でも、それはあるのです。コミュニティバ

スで行くのは、ちょっときついわと。目的

地に行くのであれば、車なら５分で行きま

すよね、町内。それが、５分で行くところ

を４０分かけて行くわけですから、それ

が、きついと言うのです。 

 それで、福祉タクシーを活用できないか

とふと思ったのですけれども、福祉タク

シーは、あくまでも、障がい者と高齢者の

ための、福祉のためのタクシーであって、

規定があるから無理なのだということなの

でしょうけれども、現在の福祉タクシーの

活用状況といいますか、それと、利用する

場合の、このようにして申し込むのだとい

う、その二つについて、ちょっとお聞きし

たいと思うのですけれども。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 現在、福祉タクシーという名称の活動と

いう部分は、実はなくて、先日の答弁の中

でもお話ししています、今現在、タクシー

で、実質タクシーを使っているという部分

については、高齢者・障がい者等の通院支

援事業における乗合タクシーという形に

なっております。 

 そちらのほうの利用実績でいきますと、

昨年度につきましては、年間２４０回、延

べ人数で３４９人という形になっておりま

す。こちらのほうについては、先ほどから

申し上げているとおり、高齢者・障がい者

等の通院支援でございますので、事前に登

録をしていただいて、そして、利用される

場合については、その登録者がタクシー会

社のほうに事前予約をしていただいて乗る

というような形になってございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） それで、いつまで

もこの足寄町で住み続けていられるよう

に、「住み慣れた町で安心して暮らし続け

られるように」ということで、なっている

わけですけれども、そのためには、昨日質

問した項目のところの老人クラブの問題で

すとか、独居老人の問題とか、色々ありま

したけれども、それらを含めて、きちんと

カバーできてというか、交流できていくと

いうことが必要だと思うのです。そのとき

に、車はない、免許は返納してないけれど

も、体は元気だと。多少、足は弱いけれど

も、口は達者だという方は、たくさんい

らっしゃいますよね。そういう方が、交流

しないで、家に閉じ籠もっていると、どん

どん、どんどん、ますます弱っていくので

すよね。それで、どんどん地域に出て行っ

て、交流していくというふうに必要だと思

うのです。そのための、足の確保は絶対に
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必要だと思う。それが、今、福祉課長が言

われた２４０回使われているのですけれど

も、これは、あくまでも通院ですけれど

も、それ以外の、先ほど私が言ったよう

に、いろいろな集いとかなんとかというも

のに、参加できるような仕組みが欲しいと

思うのです。あるいは、私が欲しいのでは

なくて、必要だと思うのですけれども。そ

の辺については、どうでしょうか。 

 それで、たまたま思いついたのが、今、

その乗合タクシーです。それを、そういう

病院に行くわけではないけれども、そうい

う寄り合いに行くときに活用できないか、

活用できたら、一番いいのかなと思ったも

のですから、その辺の転用というのでしょ

うか、そういうことができないかという思

いで、お聞きしているのですけれども。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 各コミュニティセンターで、各々のサー

クル活動という部分は、不定期で数も多く

されているかと思います。当然、介護予防

だとか、そういったものに資するために

は、そういった集いの場を多く持っていた

だいて、コミュニケーションを取っていた

だきたいという部分もありまして、私ども

としましても、役場裏にあります高齢者等

複合施設に地域交流施設を設けて、そちら

のほうで、最終的には、コミュニティバス

を使って来ていただくことが可能として、

交流を持てるような活動をしておりまし

て、そういった活動の場も提供させていた

だいている状況でございます。 

 そういった中で、各々のサークル活動だ

とか、そういった部分の足の確保というふ

うになりますと、やはり、回数だとか、日

時だとかが不定期になりますので、そこを

今の通院等に使っている乗合タクシーを、

また転用ということにしますと、時間帯等

が合わないという部分が出てきますので、

今、これ、民間事業者のほうに委託をかけ

ているわけなのですけれども、別途、また

そういったことを考えていくという形に、

新たな事業制度というふうにしなければ、

きっと、転用という形ではちょっと対応が

しかねるのかなというふうに感じていると

ころでございます。 

 ですから、今現在、そういった部分での

転用というのは難しいかなと考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） その辺は、素人な

ものですから。以前、乗合タクシーの関係

で、病院機関にかかる場合はというのであ

りましたよね。そのときには、歯科医院と

か、整骨院は入っていなかったのです。こ

の場所で私が何回か質問をして、それが

直ったのですけど、直ったという言い方は

おかしいですけれども、歯科医院とか整骨

院だって、多くの方がかかるわけですか

ら、それを医療機関から外さないで入れる

べきでないかという話をしたのです。それ

は、通りましたよね。 

 だからというわけではないのですけれど

も、そういうふうに単純に、もし、町の側

の規定というのですか、取扱規程を変えれ

ば、今言ったような高齢者たちが、もう少

し気楽に使えるものにできるのかなと、い

わば、転用と私言いましたが、正しいかど

うか分かりませんけれども、そういうこと

はできるのかなと思ったのですね。できな

いのであれば、別のことを考えなければな

らないですけれども。それは無理だという

ことでしょうか、改めて聞きますけれど

も。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 今、運行しています高齢者・障がい者の

皆さんに使っていただいています乗合タク
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シーにつきましては、実は、運行日のこと

を先ほどお話をしていますが、運行時間に

ついてもある程度決めておりまして、そこ

で、民間事業者様と契約をしている状況で

ございます。そういった部分で運行時間

が、おおむね午前８時半出発で、帰りが午

前１１時３０分ということで、午前中での

運行というような形になっております。集

いの活動だとかという部分につきまして

は、多分、午後からとか、午前だとか、

様々な時間帯が想定されます。そういった

ふうになりますと、今の部分の転用という

のは、なかなか難しい状況かなというふう

に判断しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君）  私が聞きたいの

は、難しいというのは分かりました、その

民間業者との関係で、それを変えるという

ことも難しいということでしょうか。民間

業者の営業形態から含めてという意味で

しょうか。あるいは、または経費の問題も

含めてでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 まずは、先ほど言いましたように、今の

契約形態の部分でいきますと、午前中運行

という形になっておりますので、午後から

だとかそれ以外の部分につきましては、ま

ず、業務量が増えるという部分で、経費の

部分では増えてくるであろうということが

想定されます。 

 あと、そういった丸１日、もしかしたら

運行がされるというような状況になれば、

丸１日の民間事業者では、借上げという形

に実質なりますので、そういった部分も、

運転手の人材の確保だとか、そういった部

分も含めてどうなるかというのは、まだ民

間事業者と、そこまで詳細的な部分は詰め

ておりませんが、そういった部分、今、人

材不足が叫ばれている中でどうなるかとい

うのは、ちょっとはかりかねるところかな

というふうに考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） そういう条件があ

るということは、分かります。 

 けれども、できないということではない

ですよね、まだ聞いていないわけですか

ら。私が聞きたいのは、そこなのです。町

として、そういうことをやろうという方向

で、考え方の転換をできるかということを

聞きたい。やろうと思ったけれども、だけ

れども、実際に業者にお願いしたら、それ

はもう全然無理だよと、今は、ドライバー

はいないし、車もないからできないよと言

われるのとは、また別のものですよね。そ

このところを、まずお聞きしたかったので

すけれども。 

○議長（髙橋秀樹君） 副町長、答弁。 

○副町長（丸山晃徳君） 取組として拡大

することの検討はできないことはないので

すけれども、まず、御質問にあったコミュ

ニティセンター等で開催される様々な取

組、これがどういうような目的で、どのよ

うな利用をされるか。また、一般的には、

普通には、足寄タクシーがございますの

で、そこで普通の料金を払って利用されて

いる方もいて、そことの兼ね合いもあっ

て、町がどこまで、どの部分のところまで

支援するかというところが非常に課題が大

きくて、想定する金額も分からないし、想

定する利用者も分からないところなので、

今、できるできないというところで言った

ら、田利議員の理論でいったら、できない

わけではないだろうというお話かと思いま

すけれども、町としたら、これは慎重に考

えなければいけない部分でございまして、

その利用者ニーズ、ニーズはもう、ただ

で、いつでも利用できるのでしたら、それ

はそれで利用したいというようなニーズ
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は、完全にあると思いますけれども、今の

利用と、本来の受益者負担の在り方等をい

ろいろ研究しなければいけないので、今こ

こで前向きにとかというところ、ちょっと

お答えできないということで、福祉課長

も、今後検討しますというところは言えな

いところかなというふうに考えていまし

て、私も、そういうところでございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 分かりました。 

 それで、最後になると思うのですけれど

も、私、さっき言いましたように、近隣自

治体との連携、それから帯広市との連携、

それから地元の業者との連携、それから帯

広の業者との連携、それから役場の各部署

との連携、これらも含めて、そういう今

言ったようなシステムを構築できないかと

いう思いがあるのです。それについては、

今、副町長が言われましたけれども、それ

は、今、乗合タクシーだけですよね。そう

ではなくて、それらも含めて、ひっくるめ

て、そういったことを検討する時期に来て

いるのではないかという思いがあるのです

が、それはどうでしょうか。まだ、全く検

討されていないでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（保多紀江君） 帯広市とか、

そちらに出かける話もありますし、今のそ

の地域公共交通というものの、足寄町内だ

けでなく、バスとかございます。そちらの

関係につきましては、地域公共交通の協議

会がございまして、この民間のバス、路線

バスの関係も含めまして、その路線を持っ

ている路線の沿線の市町村、それと、バス

事業者、タクシー事業者、それと陸運とか

というような関係機関が集まった協議会が

ございます。そちらのほうで、公共交通を

この後、どのように守っていくか、必要な

方に、そういう公共交通の手段を提供する

というような内容について協議をする場が

ございます。そちらのほうで、今後、高齢

化ですとか、そういうことにも対応するよ

うなことも含めながら検討するという場が

ございますので、今後、必要な対策を考え

ていかなければいけないかなというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 今、私が聞いたこ

とですけれども、昨日、各議員にこれを配

られたのです、自治体ワークスだか。この

中に、今、私が言ったことを、既にこれ、

実施されている、具体化されている自治体

があるのです。三つほど、ここで紹介して

います。 

 一つは、１市４町で協力して、情報共有

をして、そういう地域交通を運営して、黒

字にしているという例だとか、あるいは、

他部署との連携を深めながら、事業者とも

協力してやるというふうにやっている。こ

このところもやっているのです。それを、

どういうふうに言っているかというと、デ

マンドタクシーとか、デマンド乗合タク

シーとか、デマンド方式交通システムと

か、いろいろ言っているようですけれど

も、そういうのをやっているのです。１５

年前というから、１５年前から相当研究さ

れて、具体化してやってきているのです。

それを、足寄町で単独でやると言ったら難

しいでしょうから、それで、私先ほど言っ

たのですけれども、近隣町村と帯広市と、

それから業者と含めて、あるいは、福祉課

なり、教育委員会なり、住民課なり、建設

課なりという、そういった他部署との連携

も含めた上で、そういう協議の場が必要で

ないだろうかという思いがあったものです

から、お聞きしたのです。 

 それで、ここの自治体ワークスの事例で

は、月に１回とか、定期的にそういう、役

場の庁内で言えば、各部署同士で意見交換

をやって、すぐ修正するとかというのをや

りながら、これまで１回も問題を起こさな

いできているとかという事例も挙げていま

したけれども。そんなことができるのでは
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ないかという思いがあります。それで、足

寄町独自のといいますか、十勝管内独自の

といいますか、そういう公共システムを作

り上げていく必要があるのではないだろう

かという思いがあります。それでないと、

町長が答弁で言われた、住み慣れた町でい

つまでも住み続けたいと言わせるために

は、かなり、ちょっと無理があると思うの

です。しかも、免許を返納しなければ駄目

ですね。目が駄目だ、瞬発力が駄目だと

なったときに、当然、免許を返納しなけれ

ば駄目です。そうなったときに、免許を返

納して、公共交通機関だけで帯広に通うと

いうことになったら、なかなか無理だと思

うのです。 

 例えば、国保病院で、心臓も、それから

頭もいろいろ診てくれると、あるいは、診

てくれなくても、私みたいに国療で手術を

した患者を、足寄の国保病院で、薬の調整

をずっとできるというのならまた別ですけ

れども。なかなかそうならなくて、２か月

に一回行かなければならないという人たち

が、結構いらっしゃると思うのです、足寄

町に。結構あちこちで、病院で会うのです

よね、いろいろなところに行って、足寄か

ら来られた方。それぐらい、やはり行って

るのです。それ行くときに、今は、まだ自

分で運転できる場合、あるいは、家族が

行ってくれる場合はまだいいのです。そう

でなくなることが、間もなく来ます。その

ときに、どうするかということが、多くの

多分高齢者の方の不安だと思うのです。そ

れを解消するためのシステムをどうするか

というのは、すぐにはできませんから。

今、言った方向で、先進事例もありますの

で、ぜひ研究していただいて、足寄独自の

というか、十勝独自のといいますか、十勝

北部地域の独自のそういう公共交通システ

ムというのを作り出すために、どうしたら

いいかという議論をしてほしいなと思うの

ですけれども、それはどうでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 副町長、答弁。 

○副町長（丸山晃徳君） 今、田利議員が

言われたような課題もあり、これまでも、

地域公共交通の協議会等で検討しました

し、また、役場のほうでも検討してます。

足寄町の特異のというか、足寄町の特性と

しては、やはり、１,４００平方キロメート

ルで６０キロ、４０キロであって、車１台

が例えば、茂足寄まで行ったら、もう片道

１時間、何だかんだでもう、車１台が１日

１人のために使ってしまうとか。小さな自

治体ですと、例えば、タクシーチケットを

配布して、それは、せいぜい１メーターと

か６００円とか、１,０００円以内で使われ

るので、では、月２枚でも交付しようとか

というような話もあって、そういう狭い自

治体でしたらいいのにねというようなとこ

ろで、うちで、もしそれやったとき、枚数

が足りないとか、距離がどうだとか、タク

シーを呼んでも来ないとか、そういう課題

もあって、それをやるための基盤整備とい

うのが、非常に大事かなというところで、

そこら辺も課題があると思います。帯広市

とかも、民間の事業者に乗合タクシーと

か、いろいろと過去にもお願いしていたけ

れども、やはり、その台数の確保とか、そ

れほどニーズがなかったりとか、距離の問

題で乗り合いにならないとかというところ

で、１回撤退してるというようなことも、

私の記憶にございますし、足寄町の面積の

中の、その近隣してる町村と連携すると

いっても、なかなか足寄町と連携して、お

話をいただくのはいいのだけれども、その

帯広なり本別、陸別の業者が、協力すると

しても、どうやって協力するのというよう

なところもあるかなというところも、内輪

の中では話がありました。 

 そんないろいろな課題がある中で、やは

りデマンド交通というのが、これからの主

流になるかなというところではありますけ

れども、なかなか先進地の有用な事例が、

足寄町に当てはまるかというと、なかなか

厳しいところで、まだ引き続き、いろいろ
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な研究をしながら、またＡＩなどでいろい

ろな仕組みとかもあるかと思いますので、

あとは、田利議員が、そこに住んでいる方

は、そこでずっと生活したいというような

お話もありますけど、町としては、可能で

したら、コンパクトシティというか、住替

えというところもしていただいて、その方

のやはりお気持ちもありますけれども、行

政コストを下げるような仕組みというほう

に向かっていければなと思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。 

○５番（田利正文君） 今、副町長が言わ

れているとおりだと思います。ここに事例

で載っているのは、例えば、琵琶湖を中心

にして周りの沿線、鉄路がある、そして、

鉄道の駅があるというところの市町村で協

力しているとか、多分、ぐっと面積が小さ

くてやりやすいと思うのです。 

 ただ、その発想というか、アイデアは生

かせるのではないかという思いがあるので

す。それで、結論から言うと、私が、昨日

言ったみたいに、利用したい方の玄関か

ら、必要な病院までの入口までを送迎でき

るシステムを、どんな方法でもいいのだと

思うのです。それができるためには、何が

できるかということを、やはり議論しても

らう必要があるのだと思う。この中では、

行政だけでなくて、業者が集まって、そう

いうシステムをやっているということも、

ここに事例で挙がっているのです。 

 だから、そんなことを言われたって、そ

んな簡単にはいきませんけれども、いかな

いと、よく分かっていますけれども。どこ

かで、検討していかないと、住み慣れた町

でという標語が、死んでしまうと思うので

す。生かすためには、本当にきちんとしな

いと、本気で考えていかないと駄目な時期

に来てるのではないかという思いがありま

して、ぜひ、そのところをまた深めていた

だきたいという思いがあります。 

 これで終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、５番田

利正文君の一般質問を終わります。 

 これにて、一般質問を終了します。 

 ここで暫時休憩いたします。休憩中に、

足寄町第７次総合計画審査特別委員会の開

催を願います。 

午後 １時３５分 休憩 

午後 １時５５分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 会議を再開いたし

ます。 

 ここで、暫時休憩します。 

 休憩中に議会運営委員会を開催をお願い

をいたします。 

午後 １時５５分 休憩 

午後 ２時１５分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 

◎議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委

員長から会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 

ただいま開催されました議会運営委員会の

協議の結果を報告いたします。 

 これより、本日の議事日程に追加し、１

２月３日の本会議において、足寄町第７次

総合計画審査特別委員会に付託し、会期中

の審査となっておりました議案第７７号に

ついて、審査報告を受け、審議を行いま

す。 

 次に、議案第８０号から議案第８６号ま

での令和６年度補正予算の提案説明を受け

た後、即決で審議いたします。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、委員長

の報告を終わります。 

 お諮りします。 

 足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

り、議案を別紙追加議事日程のとおり、日
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程に追加し、審議することにしたいと思い

ます。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、追加議事日程のとおり、日

程に追加し、審議することに決定いたしま

した。 

 

◎ 議案第７７号 

○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第１ 議

案第７７号足寄町第７次総合計画基本構想

及び基本計画（令和７年度～令和１６年

度）についての件を議題とします。 

 本件における、足寄町第７次総合計画審

査特別委員会委員長の報告は、別紙配布の

とおりです。 

 本件に対する委員長の報告は、原案可決

です。 

 これにて、委員長の報告を終わります。 

 ただいまの委員長の報告に対する質疑を

行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７７号足寄町第７次総

合計画基本構想及び基本計画（令和７年度

～令和１６年度）についての件を採決しま

す。 

 本件に対する委員長の報告は、可決で

す。 

本件は、委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第７７号足寄町第７次

総合計画基本構想及び基本計画（令和７年

度～令和１６年度）についての件は、委員

長の報告のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第８０号から議案第８６号まで 

○議長（髙橋秀樹君） 追加日程第２ 議

案第８０号令和６年度足寄町一般会計補正

予算（第８号）から、追加日程第８ 議案

第８６号令和６年度足寄町国民健康保険病

院事業会計補正予算（第１号）までの７件

を一括議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めま

す。 

町長、渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第８０号令和６年度足寄町

一般会計補正予算（第８号）から、議案第

８６号令和６年度足寄町国民健康保険病院

事業会計補正予算（第１号）まで一括提案

理由を御説明申し上げます。補正予算書１

ページをお願いいたします。 

 議案第８０号令和６年度足寄町一般会計

補正予算（第８号）について御説明申し上

げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ７,４６６万７,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０５

億３,５１２万１,０００円とするものでご

ざいます。 

 歳出の主なものから御説明申し上げま

す。２０ページをお願いいたします。 

 第２款総務費、第１項総務管理費、第１

４目企画振興費、第１８節負担金、補助及

び交付金におきまして、企業振興促進補助

金といたしまして、１,３８０万６,０００

円を計上いたしました。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 第３款民生費、第１項社会福祉費、第１

目社会福祉総務費、第１９節扶助費におき
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まして、障害者自立支援給付費といたしま

して３,６２４万２,０００円を、障害者医

療費として１,１０７万２,０００円を、障

害者地域生活支援給付費として２７６万７,

０００円をそれぞれ計上いたしました。第

５目後期高齢者医療費、第１８節負担金、

補助及び交付金におきまして、療養給付費

負担金といたしまして１,３１０万３,００

０円を、第２７節繰出金におきまして、後

期高齢者医療特別会計繰出金といたしまし

て５０２万５,０００円をそれぞれ減額いた

しました。 

 ２６ページにかけてですが、第２項老人

福祉費、第１目老人福祉総務費、第２２節

償還金、利子及び割引料におきまして、返

還金といたしまして７４１万９,０００円を

計上いたしました。 

 ２６ページ、第４目介護サービス事業助

成費、第２７節繰出金におきまして、介護

サービス事業特別会計繰出金といたしまし

て４,３０８万円を減額いたしました。 

 ２８ページにかけてですが、第３項児童

福祉費、第１目児童福祉総務費、第１９節

扶助費におきまして、児童手当といたしま

して９７７万円を計上いたしました。 

 ２８ページ、第３目子どもセンター運営

費、第１２節委託料におきまして、子ども

センターボイラー不凍液交換業務といたし

まして７５２万４,０００円を減額いたしま

した。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 第４款衛生費、第１項保健衛生費、第３

目患者輸送車管理費、第１７節備品購入費

におきまして、患者輸送車といたしまして

１,１２４万２,０００円を減額いたしまし

た。 

 第４項病院費、第１目病院費、第１８節

負担金、補助及び交付金におきまして、不

採算地区病院運営経費負担金といたしまし

て２,９８０万円を計上いたしました。 

 ３６ページをお願いいたします。 

 第６款農林水産業費、第２項林業費、第

１目林業振興費、第１８節負担金、補助及

び交付金におきまして、豊かな森づくり推

進事業補助金といたしまして６３９万９,０

００円を計上いたしました。 

 ４０ページをお願いいたします。 

 第８款土木費、第２項道路橋梁費、第２

目道路管理費におきまして、街路灯維持管

理費といたしまして光熱水費４３３万５,０

００円を計上いたしました。第４目臨時地

方道整備事業費、第１４節工事請負費にお

きまして、下愛冠１丁目７号通整備工事な

ど合わせて１,２９８万円を減額いたしまし

た。第５目道路新設改良費、第１４節工事

請負費におきまして、道路ストック修繕工

事といたしまして５,４７０万３,０００円

を減額いたしました。 

 ４２ページになりますが、第１８節負担

金、補助及び交付金におきまして、上利別

幌内橋修繕工事に伴う配水管移設工事負担

金といたしまして４１５万８,０００円を減

額いたしました。 

 以上で歳出を終わり、次に、歳入の主な

ものについて申し上げます。 

 ８ページへお戻りください。 

 第１款町税、第１項町民税におきまし

て、個人町民税現年課税分といたしまして

２,６５４万３,０００円を減額いたしまし

た。 

 第１５款国庫支出金、第１項国庫負担

金、第１目民生費国庫負担金におきまし

て、児童手当国庫負担金といたしまして１,

００１万８,０００円を計上いたしました。 

 １０ページをお願いいたします。 

 第２項国庫補助金、第５目土木費国庫補

助金におきまして、道路新設に伴う社会資

本整備総合交付金といたしまして３,３１０

万７,０００円を減額いたしました。 

 １２ページをお願いいたします。 

 第１８款寄附金におきまして、株式会社

味のちぬや様からの企業版ふるさと納税寄

附金１００万円を計上いたしました。 

 １４ページをお願いいたします。 
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 第１９款繰入金、第１項基金繰入金にお

きまして、財源調整のため、財政調整基金

繰入金といたしまして１億８１０万３,００

０円を計上し、公共施設建設等基金繰入

金、足寄町子育て安心基金繰入金などを減

額いたしました。 

 第２１款諸収入、第５項雑入、第４目雑

入におきまして、退職手当組合負担金還付

金といたしまして３,５０２万９,０００円

を計上いたしました。 

 １６ページをお願いいたします。 

 第２２款町債におきまして、辺地対策事

業債を合わせて４,５７０万円、過疎対策事

業債を合わせて１億２,１６０万円をそれぞ

れ減額いたしました。 

 ４ページへお戻りください。 

 第２表繰越明許費、１件をお願いいたし

ました。 

 第３表で、債務負担行為補正、追加１件

をお願いいたしました。 

 第４表地方債補正、変更３件をお願いい

たしました。 

 以上で、令和６年度足寄町一般会計補正

予算（第８号）についての説明を終わりま

す。 

次に、特別会計について御説明申し上げ

ます。５７ページをお願いいたします。 

 議案第８１号令和６年度足寄町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて御説明申し上げます。歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ４２５万７,０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ８億５,２７９万５,０００円と

するものでございます。 

 歳入歳出の内容につきましては、特に説

明すべき事項がございませんので、説明は

省略させていただきます。 

 次に、６７ページをお願いいたします。 

 議案第８２号令和６年度足寄町簡易水道

特別会計補正予算（第１号）について御説

明申し上げます。歳入歳出予算の総額から

歳入歳出それぞれ４３２万円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６,４

４２万８,０００円とするものでございま

す。 

 歳入歳出予算の内容につきましては、事

業執行による減額が主なものでございます

ので、説明は省略させていただきます。 

 次に、７５ページをお願いいたします。 

 議案第８３号令和６年度足寄町介護サー

ビス事業特別会計補正予算（第４号）につ

いて御説明申し上げます。歳入歳出予算の

総額から歳入歳出それぞれ７,６１１万４,

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１４億８,７９５万９,０

００円とするものでございます。 

 歳出から申し上げます。８２ページをお

願いいたします。 

 下段になりますが、第２款介護サービス

事業費におきまして、介護サービス施設新

築工事費といたしまして７,５５０万９,０

００円を減額いたしました。 

 次に、歳入について申し上げます。 

 ８２ページ、上段になりますが、建設事

業に伴います道補助金を計上し、一般会計

繰入金と町債等を減額いたしました。 

 ７７ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正、変更１件をお願いい

たしました。 

 次に、８５ページをお願いいたします。 

 議案第８４号令和６年度足寄町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て御説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ４７１万８,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億５,４６

２万９,０００円とするものでございます。 

 歳入歳出の内容につきましては、特に説

明すべき事項がございませんので、説明は

省略させていただきます。 

 次に、９７ページをお願いいたします。 

 議案第８５号令和６年度足寄町資源ごみ

処理等事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて御説明申し上げます。 
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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５９万９,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ８,８９６万３,

０００円とするものでございます。 

 歳入歳出の内容につきましては、特に説

明すべき事項がございませんので、説明は

省略させていただきます。 

 次に、企業会計について御説明申し上げ

ます。 

 １０７ページをお願いいたします。 

 議案第８６号令和６年度足寄町国民健康

保険病院事業会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。収益的収入及び

支出の予定額に収入支出それぞれ６,０００

円を追加し、収益的収入及び支出の予定額

を収入支出それぞれ１２億６,３７５万９,

０００円とするものでございます。 

 １１０ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出でございますが、収

入において、入院及び外来収益を減額し、

一般会計負担金を計上しております。 

 以上で、議案第８０号令和６年度足寄町

一般会計補正予算（第８号）から、議案第

８６号令和６年度足寄町国民健康保険病院

事業会計補正予算（第１号）までの説明と

させていただきますので、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、議案第８０号令和６年度足寄

町一般会計補正予算（第８号）の件の質疑

を行います。 

 １８ページをお開きください。 

 歳出から始めます。款で進めます。 

 １８ページ、第１款議会費、質疑はござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） １８ページから２

２ページ、第２款総務費、質疑はございま

せんか。 

 ３番榊原深雪君。 

○３番（榊原深雪君） ２０ページの１４

目企画振興費のことでお伺いいたします。 

 企業振興促進補助金のことですが、予算

説明資料によりますと、グリーン・フィー

ルドがワーケーションレジデンスという宿

泊施設をお造りになるということで、この

内容について、何部屋あって、集客はどれ

ぐらいを予定しているかということをお伺

いいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（保多紀江君） こちらの株式

会社グリーン・フィールドが設置したワー

ケーションの関係なのですけれども、こち

らは、芽登温泉の隣接というか、芽登温泉

の施設でございまして、この中身は、宿泊

棟とレストラン棟とトイレ棟というふうに

伺っております。 

 内容につきましては、宿泊棟については

１日１組のような感じで、建物が一つの一

棟貸しということで伺っております。１日

１組ですので、最大利用で３６５組になる

のかなということでございますが、どれぐ

らいの稼働率かということは、ちょっと

伺っておりません。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ３番榊原深雪君。 

○３番（榊原深雪君） 説明は分かりまし

たけれども、では、１棟をどれぐらいのお

値段で貸す予定なのでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（保多紀江君） 利用料金につ

いては、こちらのほうで把握はしておりま

せんけれども、実は、この事業は国の補助

金を受けて建設したものでございます。国

のほうの補助金ということで、適切な料金

ということで設定をされているのかなとい

うふうには思っておりますけれども、初め

のうちは、プロモーションという関係で、

少しお安く設定して、利用していただいて

いるというふうに伺っております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ３番榊原深雪君。 

○３番（榊原深雪君） お安くはない建物
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ですよね、これ事業としたら。今までの芽

登温泉と近いところでお造りになるという

ことで、流行るといいのですけれども、そ

れこそ、矢野議員がいつもおっしゃる通り

働く人が増えればありがたいなと思います

けれども、１棟でしたら、割とこれに似た

ようなものが、あちこちに造られておりま

すけれども、１棟でしたら、それほど働く

人も必要ではないのかなと思ったりもする

のですけれども。繁栄することを祈りまし

て、補助金は国の施策だとおっしゃいまし

たけれども、それで、私たちは補助金を申

請されたことに対して、イエスということ

で頑張っていただかないことには、また後

で、いろいろ町民の方も苦情来たりとかあ

りますので、しっかりと頑張っていただく

ようにお伝えしていただければいいなと

思っております。 

 終わります。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に、質疑はござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ２４ページから３

０ページ、第３款民生費。 

 ６番髙橋健一君。 

○６番（髙橋健一君） お尋ねします。２

５ページの社会福祉総務費の中の障害者医

療費１,１０７万２,０００円が計上されて

います。これは、生活保護を受けながら人

工透析をされているということで、これ何

名なのか、そして、これ全て、足寄町一般

財源になっていますけれども、これ全部、

足寄町だけの負担になるのかということな

のですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 答弁調整のため、

暫時休憩をいたします。 

午後 ２時４３分 休憩 

午後 ２時４７分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 福祉課長、答弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） 貴重なお時間

をいただきまして、ありがとうございま

す。 

 先ほど、御質問のありました部分でござ

いますけれども、生保の生活保護受給者の

中で透析を受けている方のうち、入院して

いる方は２名でございます。 

 給付費につきまして、こちらについて

は、本年度内に精算が可能であれば精算手

続が可能なのですけれども、本年度内に精

算をするタイミングが、国のほうで示され

なかった場合につきましては、翌年度に、

その給付費に対して精算をさせていただく

ということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ６番髙橋健一君。 

○６番（髙橋健一君） 足寄町の負担はな

いということですか、最終的に。これに対

する。一般財源となっていましたから、全

部これは、足寄町が負担するのかなと考え

ていたのですけれども。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） 補助率につい

ては４分の３という形になりまして、本町

で負担する部分については、４分の１とい

う形になります。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） ６番髙橋健一君。 

○６番（髙橋健一君） ４分の１は、町で

負担すると。しかし、１,０００万円、高い

ですね、これ、透析が入るからですかね。

何とか透析の料金をグッと下げてもらいた

いですね。ぜひ、そういうことを国に働き

かけてください。私もそろそろ危ないなと

思っているのですけれども、よろしくお願

いします。 

 以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか、民生費。 

 １０番進藤晴子君。 

○１０番（進藤晴子君） ２６ページの、

目は３です、介護保険助成費のところで



― 35 ― 

す。この地方債とか内訳が書いてあるので

すが、多分、これはケアハウスの話でよろ

しいでしょうか。文教厚生常任委員会のほ

うでは、説明を受けていたみたいなので、

ちょっと説明追加いただいてよろしいです

か。 

○議長（髙橋秀樹君） 森岡福祉課長、答

弁。 

○福祉課長（森岡彰寿君） お答えいたし

ます。 

 こちらにつきましては、進藤議員がお話

のとおり、ケアハウスに対する助成の部分

でございますが、こちらにつきましては、

令和６年第２回定例議会において議決を受

けました軽費老人ホームの改修費に伴う償

還の補助金の財源でございます。過疎債が

充当可能な事業としまして、施設の長寿命

化に資する改修工事となっておりまして、

起債協議の際に、地方債の議会議決が求め

られておりますことから、足寄町としまし

ても、今回の工事が該当するものと考えま

して、６月議会で地方債の議会議決をいた

だきまして、十勝総合振興局と協議を続け

てきたところでございます。 

 ですが、１０月３１日に道庁の市町村課

の最終判断といたしまして、今回の改修工

事につきましては、施設全体の延命に資す

る工事とは認められないということで回答

を受けたため、本議会において、一般財源

への振替をさせていただいたということで

ございます。 

 なお、空調設備も同じ過疎債という形で

財源充当をしておりましたが、こちらにつ

いては、ケアハウス自体が避難所に指定さ

れていますことから、緊防債のほうに振替

をしております。 

 軽費老人ホームにつきましては、今後も

老朽化による改修工事が必要となることか

ら、社会福祉法人あしょろ敬愛会と改修工

事計画について精査協議し、必要に応じ、

町の支援について検討して、議会の皆様に

も御相談させていただきながら、対応させ

ていただきたいと考えておりますので、御

理解賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） １０番進藤晴子

君。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

記憶にあるところによりますと、よかった

ね、過疎債がついてと、皆さんそう思っ

て、皆さん賛成されたと思うのです。今

後、これで終わりになるわけではなくて、

全体で、以前３億円くらいかかるというよ

うなお話でした。今後のことが、やはり心

配です。 

それと、民間のやっぱり企業、民間なの

で、そこのところはちょっと引っかかると

ころです。同じように三意会のときに、年

間２,０００万円でしたか、それを出してま

した。そのときには、やはり決算等も確認

しながらしてくださいということで、毎

年、その情報を私たち議員も把握していた

ところなのですが、これから先、こういう

決算状況とか、経営状況とかは、私たちの

ほうに情報が伝わってくるのでしょうか。

その辺も含めて、御回答をお願いします。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） ケアハウスの施設

については、２５年くらいが経過してきて

いるということで、かなり老朽化してき

て、改修も必要ということで、先ほどお話

もありましたように、２億円とか３億円と

か、非常に大きな金額が、今後かかってく

るだろうというところがございます。 

 それで、あそこを建てたときにも、町か

らの補助金もあって、法人としては、国か

らの補助金と、それから町の補助金と合わ

せて、法人自体の負担なく建ててきたとい

う経過がございます。 

 そういうこともあって、今までもお話し

させていただいていますけれども、住居費

だとかそういった関係が、なかなか入居さ

れている方たちの負担としていただけない
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部分なんかもあって、これからの改修だと

かそういったところが、そういう経費がな

かなか出てこないというところがあって、

町も支援しなければならないだろうと、あ

そこに７０人の方たちが入所されていると

いったところでは、町からの支援もやはり

必要なのだろうというところで支援をして

いるところであります。 

 今回も、先ほどお話しありましたよう

に、緊急度を見ながら、少しずつ計画的に

やっていかなければならないのではないだ

ろうかというようなところで、今回の施設

の改修について支援をするという形にして

おりました。その財源として、過疎債を使

えるのではないかというようなことで、使

えるかもしれないということでお話しも

あって、それに期待をしていたところであ

りますけれども。今回、最終的には、それ

をやることによって、その施設の寿命とい

うか、もっと長く使えるようになるだと

か、そういったようなことではなくて、一

般的な修繕なのではないかというところ

で、今回の分について、過疎債が認められ

なかったということになっております。 

 残念ながらそういうことですので、今回

については、一般財源でということになっ

たわけなのですが、今後については、やは

り大規模改修だとかというような形で、計

画的にやるわけですけれども、その施設

を、それをやることによって、もっと長く

使えるようになるだとかというようなとこ

ろに結びつくような改修の方法だとか、い

ろいろなことを考えていかなければならな

いのかなというふうに考えているところで

あります。できる限り町の単独での支援

は、やはり限界がありますので、そこの部

分はそういうことで考えているところであ

ります。 

 それからもう一つ、運営費の部分につい

ても支援をしているところでありまして、

この部分については、先ほどお話し合った

ように、三意会のときにも一定程度の、そ

の施設の運営状況だとか、そういったもの

を開示できるところとできないところがあ

るかもしれませんけれども、そういったと

ころをなるべく開示していただきながら、

議会の皆さんにも、今、こういう状況に

なっていますよということで、御報告させ

ていただきながらということにできればと

いうふうに思っております。 

 今後、法人のほうとも相談しながら、ど

こまで開示ができるところなのかといった

ところを、検討させていただきたいなとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 民生費、他に質疑

はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ３０ページから３

２ページ、第４款衛生費、質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ３４ページ、第５

款労働費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ３４ページから３

６ページ、第６款農林水産業費、質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ３８ページ、第７

款商工費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ３８ページから４

６ページ、第８款土木費、質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ４６ページから４

８ページ、第９款消防費、質疑はございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ４８ページから５

２ページ、第１０款教育費、質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



― 37 ― 

○議長（髙橋秀樹君） ５４ページ、第１

２款公債費、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君）  同じく５４ペー

ジ、第１３款職員費、質疑はございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 歳出総括、ござい

ませんか。 

 ４番矢野利惠子君。 

○４番（矢野利惠子君） ケアハウスのこ

となのですけれども、たとえ過疎債が認め

られなくても、ケアハウスは、ぜひ必要。

うちの近所の人でも、もう八十何歳か、四

捨五入すると９０歳になってしまう人が、

一人暮らしできないということで、ケアハ

ウスへ行ったわけですけれども。ケアハウ

スが、なかったら本当に困る。過疎債が使

えないから、補助しない、修理費出さな

い、それでケアハウス終わりだよなんて、

そんなことには絶対にならない。 

 だから、今後とも、本当にいろんな有利

な起債を借りるとかという形、そういうよ

うなことを挑戦しながらも、例えそれが通

らなくても、町として、しっかりとケアハ

ウスの存続にやっていってほしいと思うの

で、その点の覚悟を聞きたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） ケアハウスの関係

では、先ほど、進藤議員のお話にもお答え

させていただきましたけれども、今回につ

いても、ケアハウスの施設の改修部分につ

いては、過疎債が駄目ですよということに

はなりましたけれども、その部分につい

て、やはり先ほども言いましたように、緊

急度を見ながら、やはり直さなければなら

ないところがありますので、そういった部

分では、町単費であっても支援をしていこ

うということで、今回、残念ながら財源と

してはちょっと過疎債が抜けてしまいまし

たけれども、支援をしているところであり

ます。 

 先ほども申し上げましたように、やはり

過疎債だとか、そういうものが認められる

ような作りというか、要するに、施設を改

修することによって、施設の寿命が伸びて

いく、もっと長く使っていくことができる

だとかというような形で改修をするだと

か、そういったことをいろいろ考えながら

改修をしていくという、そういう計画をき

ちんとつくって、振興局、それから、道に

も、こういう形でこれをやることによって

寿命が伸びますよ、過疎債だとかの対象に

もなるのではないでしょうかというような

形で、申請をするようなことができるよう

に考えていきたいなというふうに考えてい

るところであります。 

 先ほども、いろいろな部分で話していま

すけれども、やはり青天井というわけには

いかないのだというふうに思います。先ほ

ど、あの、民間の、社会福祉法人なのでは

ありますけれども、だけれども、やはりそ

の中で、そこを経営しているということに

なると、その経営というのは、やはりその

団体の中できちんと収支を合わせてやらな

ければならないというのは当然ありますか

ら、そういうところも含めて、いろいろと

法人のほうとも相談させていただきなが

ら、何とか収支が合うようにだとか、でき

れば、収支が合うだとか、それに合わせ

て、もっと施設の改修だとかにもお金が出

せるような仕組みだとか、何かそういうこ

とを、お互いに研究しながら進めていかな

ければならないと考えているところであり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に、歳出総括ご

ざいませんか。 

７番、木村明雄君。 

○７番（木村明雄君） 関連ではございま

すけれども、一言、お伺いしたいと思いま

す。 

 これ、ケアハウスについては、過疎債が

つながるというふうなことを聞いておりま
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した、私も。それで、これは本当によかっ

たなということで、私も安心をしていたと

ころなわけなのだけれども、ここで、今に

なって過疎債はやはり使えなくなったとい

うことになったわけですよね。 

 そこで、これ、過疎債が使えなくなっ

た、そうすれば、ケアハウスは、どんどん

と年を取っていくわけなのだけれども、こ

こで、過疎債が使えなくなったから、そう

すれば、これで一つ見送りをするか、これ

でひと休みをするのかというふうな考えに

なっているのかどうなのか、その辺ちょっ

とお伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。 

○町長（渡辺俊一君） 先ほどからも申し

上げておりますけれども、今回の部分につ

いては、単純なその修繕だとか、過疎債の

対象となることにはならないなというとこ

ろで、先ほどから言っていますように、過

疎債自体が、それをやることによって、

もっとその施設の延命だとか、寿命がもっ

と長くなるだとかというようなところも含

めて、この過疎債を補助として出すという

ところでは、駄目だということではなく

て、今回の工事そのものでいくと、単純な

修繕工事であれば、それは、今回過疎債に

は対象にならないのではないでしょうかと

いうことなのです。 

 それなので、全体として、きちんと改修

工事をずっと進めることによって、施設自

体が、まだまだ使える、もっと長く使え

る、寿命が伸びるというような、そういっ

た形でやれる、そういう形に工事の中身を

含めてしていかなければならないというと

ころで、今回については、該当にならな

かったということであります。 

 それなので、過疎債を全く諦めただとか

ということではなくて、やはり、今一番財

源として、もしくはケアハウスに対する支

援として考えられるといったところでいけ

ば、やはり過疎債なのかなというふうに考

えていますので、もっとほかにいいものが

出てくれば、また別ですけれども、当面

は、やはり過疎債を活用できるような、そ

ういう仕組みをつくれないかなと、そう

いったところを先ほども申し上げましたけ

れども、今後、研究していかなければなら

ないなというふうに思っていますし、施設

ともよく相談しながら、どうしていくのか

といったところを考えていかなければなら

ないなと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に、歳出総括ご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ８ページにお戻り

ください。歳入に入ります。 

 ８ページから１６ページ。歳入一括で行

います。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 歳入総括ございま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ４ページにお戻り

ください。 

 第２表繰越明許費、１件、質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 第３表債務負担行

為補正、追加１件、質疑はございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 第４表地方債補

正、変更３件、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま
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す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８０号令和６年度足寄

町一般会計補正予算（第８号）の件を採決

します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第８０号令和６年度足

寄町一般会計補正予算（第８号）の件は、

原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第８１号令和６年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）の件の質疑を行います。６２ページ

から６４ページ、歳入歳出一括で行いま

す。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８１号令和６年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。  

したがって、議案第８１号令和６年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

これから、議案第８２号令和６年度足寄

町簡易水道特別会計補正予算（第１号）の

件の質疑を行います。 

 ７２ページ、歳入歳出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８２号令和６年度足寄

町簡易水道特別会計補正予算（第１号）の

件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第８２号令和６年度足

寄町簡易水道特別会計補正予算（第１号）

の件は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第８３号令和６年度足寄

町介護サービス事業特別会計補正予算（第

４号）の件の質疑を行います。 

 ８２ページ、歳入歳出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） ７７ページにお戻

りください。 

 第２表地方債補正、変更１件、質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 全体に対する総括

ございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８３号令和６年度足寄

町介護サービス事業特別会計補正予算（第

４号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第８３号令和６年度足

寄町介護サービス事業特別会計補正予算

（第４号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

これから、議案第８４号令和６年度足寄

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）の件の質疑を行います。９０ページか

ら９４ページ、歳入歳出一括で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８４号令和６年度足寄

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第８４号令和６年度足

寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

これから、議案第８５号令和６年度足寄

町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第２号）の件の質疑を行います。１０２

ページから１０４ページ、歳入歳出一括で

行います。 

質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８５号令和６年度足寄

町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第２号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第８５号令和６年度足

寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第２号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 １０７ページをお開きください。 

 これから、議案第８６号令和６年度足寄

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第

１号）の件の質疑を行います。 
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 １１０ページ、収益的収入及び支出一括

で行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 総括ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） これで質疑を終わ

ります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第８６号令和６年度足寄

町国民健康保険病院事業特別会計補正予算

（第１号）の件を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第８６号令和６年度足

寄町国民健康保険病院事業会計補正予算

（第１号）の件は、原案のとおり可決され

ました。 

 

◎散会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） 以上で、本日の日

程は全部終了いたしました。 

 本日は、これで散会いたします。 

 次回の会議は、１２月１７日午後１時よ

り開会いたします。 

 大変御苦労さまでした。 

午後 ３時１５分 散会 
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